
 
 

 
図 5-6 次年度以降の事業展開案とパッケージ対策  
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政府首相  

 

ベトナム社会主義共和国 

独立・自由・幸福 

 

決定番号:    /QĐ-TTg ハノイ、2015 年  月  日 

決定 

大気質管理に関する 

2020 年までの国家行動計画及び 2025 年までのビジョンの承認について  

 

 

政府首相は 

2001 年 12 月 25 日付けの政府組織法 

2014 年 6 月 23 日付けの環境保護法 

環境保護における緊急な問題に関する 2013 年 3 月 18 日付けの 35/NQ-CP 号の政府議決 

廃棄物及びスクラップに関する 2015 年 4 月 24 日付けの 38/2015/NĐ-CP 号の政令 

ベトナムの 2011 年から 2020 年までの持続開発戦略承認に関する 2012 年 4 月 12 日付

けの 432/QĐ-TTg 号の首相決定 

2020 年までの国家環境保護戦略及び 2030 年までのビジョンの実施計画公布に関する

2014 年 1 月 21 日付けの 166/QĐ-TTg 号の首相決定 

天然資源環境省の大臣提案に基づき、下記のように決定する。 

 

第 1 条：大気質管理に関する 2020 年までの国家行動計画及び 2025 年までのビジョン（以下

「計画」という。）について、下記の主な内容を承認する。 

１．目標 

a) 総括目標 

大気質の向上及び住民の健康保護を目指し、排ガス発生源の管理及び周辺の大気モニ

タリングを行う。  

b) 具体的な目標 

ドラフト 

資料２ 「大気管理国家行動計画」案 
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- 産業、エネルギー分野（廃棄物及びスクラップに関する 2015 年 4 月 24 日付けの

38/2015/NĐ-CP 号の政令の付録参照）の生産過程及び交通から排出される大量排ガス発生源を

良好に管理する。2015年と比較して以下のように保証する。 

- 2020 年までに鉄鋼製造、化学品及び肥料生産工場から排出される排ガスの SO2, NOx, 

CO の 80% が環境基準に従って処理できる。  

-  2018 年までに火力発電所及びセメント製造工場の 70％、鉄鋼製造、化学品及び肥料

生産工場の 50％において、環境基準で定められた排ガス指数を自動連続測定機を投資して設置

する。 2020 年までに火力発電所、セメント、鉄鋼製造、化学品及び肥料生産工場の 80％にお

いて測定機を投資して設置する。 

-  2018 年までに火力発電所から発生する排ガスの 80％、セメント製造工場からの排ガ

スの 60%、鉄鋼製造、化学品及び肥料生産工場からの排ガスの 40% の排出インベントリを作成

する。2020年までにこれらの業種からの排ガスの 90% の排出インベントリを作成する。 

- 2020 年までに全国の二輪車、四輪車の 40％の排ガスについて定期的な試験を行う。 

- 2020 年までに大気の自動観測ステーションを 40％増加し、環境基準や VOCs, HC の指

数を定期的にモニタリングする。 

2. 指導原理 

a) 大気質管理は公害防止を主とし、汚染処理、大気質改善を合わせて実施する。 

b) 大気質管理は各業種、各地方に適切な方法で、重点を絞り、頻繁に実施する。 

c) 大気質と汚染の管理は、排ガス発生源と行政機関が責任をもって住民の監督の下

で実施する事業である。  

 3. 任務  

3.1. 大気質管理に関する法的な文書及び技術的なガイダンスの整備 

a) 大気質管理に関する理論的及び実践的な根拠を研究し、政令策定と公布のロードマッ

プを提案する。 
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b) 省、政府直轄都市の大気質管理計画に関する技術的なガイダンスを作成する。 

c) 産業の排ガス大量排出源の排出インベントリの作成及び産業排ガスの自動連続測

定に関する規定及び実施ガイダンスを策定し、公布する。産業排ガスの排出ライセンス制度

を導入し、大量排出源に関するデータベースを構築する。 

d) 廃棄物会計に関する規定及びガイダンスを策定し、排ガス発生源における会計を

向上する。 

đ) 生産機関の技術革新、クリーナープロダクション適用、排ガス処理設備の定期修

理及びメンテナンスの実施に関する政策を策定し、公布する。 

e) 気候変動を及ぼす交通手段、特にディーゼルエンジンから発生する短寿命の汚染

物質（ブラックカーボン、メタン、オゾンなど）に関する集中管理計画を作成する。 

g) 工芸村において大気汚染の少ない伝統工芸を奨励する政策を作成し、実施する。

大気汚染を及ぼす工芸村の生産を転換する。  

h) 2019 年～2020 年に中小規模の排ガス発生源において自動連続測定機の設置と排ガ

スの登録、排出インベントリの作成及びその観測に関する法規をレビューし、改正する。 

i) 大気汚染管理に関する国家の環境技術基準、環境標準をレビューし、改正する。

2017 年までに各業種の国家技術基準を整備し、公布する。 

k) 建設事業における環境保護違反に対する行政処分の規定をレビューし、改正する。 

l) 燃焼に対する環境保護税の大気質管理事業への使用に関する規定を作成する。  

m) 都市の大気汚染に対する緊急措置規定を作成する。 

3.2. 大気質管理に関する組織整備 

a)大気質管理計画の策定及び実施に関する政府省庁や地方政府へのガイダンス及び指

導における天然資源環境省の職務を追加し、改正する。 
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b)各業種、各レベルの環境管理機関の大気質管理職務に関する規定を完成する。 

c)政府省庁及び地方政府が、大気汚染管理、発生源管理に関する責任機関及び連携機

関の職務を規定し、汚染モニタリングの連携メカニズムを定め、データや情報の共有及び公

開を実施する。 

d)中央政府から地方政府までの大気質管理関連機関の組織を完備し、その職員の能力

を向上させる。 

3.3. 排ガスの発生防止及び削減の強化 

a)首相が承認した 2007 年 7 月 20 日付けの 177/2007/QĐ-TTg 号のバイオ燃料に関す

る 2015 年の開発プロジェクト及び 2025 年までのビジョンを継続的に実施する。特にバイオ

燃料に関する宣伝、知識普及とその使用の基礎構築を促進する。  

b)産業の技術、生産過程、設備を排ガス削減を目指して革新することを強化する。 

c)グリーンプロダクションや環境管理の ISO14001 の基準を適用し、生産過程から排

出する排ガスを管理するための会計を実施する。 

d)大気汚染防止を目指して産業から発生する排ガスの処理設備や処理場の設置、運営

に継続的に投資する。  

đ)本決定の付録 1「大量排ガス源リスト」に掲載される業種における排ガス排出イン

ベントリ作成及び自動連続測定機の設置運営を実施する。  

e)工場における自動連続測定機から天然資源環境局及び天然資源環境省への排ガスデ

ータ通信システムの設置及び運営を行う。 

g)大気の自動観測システムの整備及び近代化を促進する。国家環境観測ネットワーク

構築に関する全体的計画に定められた大気観測ステーションを設置し、特別都市及び 1 級都

市の大気質管理に関するデータシステムを完備する。  
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h)農村部、工芸村、工業クラスタの固体廃棄物の処分場から発生する排ガス管理を強

化する。 

i)都市の交通手段に天然ガス使用を奨励する。圧縮天然ガス（CNG）を使用するタク

シーやバスを増加する。  

k)2011 年 9 月 1 日付けの 49/2011/QĐ-TTg 号の首相決定で定められた国産及び輸入の

二輪車、四輪車 の排ガス基準適用に関するロードマップの実施を促進する。 

l)2010 年 6 月 17 日付けの 909/QĐ-TTg 号の首相決定で承認された各省、都市の二輪車

及び四輪車の排ガス管理プロジェクトを実施する。中でも、二輪車及び四輪車の排ガス管理

に関する法的枠組み整備を目指して法規を補足することに焦点を当てる。  

m)2011 年 6 月 6 日付けの 855/QĐ-TTg 号の首相決定で承認された交通運輸活動におけ

る環境汚染管理 プロジェクトを実施する。中でも、陸上交通手段の排ガス基準(Euro 3,4,5) 

適用に焦点を当てる。 

o) 2020 年までにハノイの 25％とホーチミン市の 15％の交通需要を抑える目標に従い、

2 級都市以上の公共旅客輸送を開発する。  

3.4. 大気質管理における金融メカニズム及び投資源の多様化の整備 

a)排ガス削減を目指して生産技術革新及び排ガス処理設備の効率向上を行う企業に対

する投資、信用、金利、税金などの優遇制度を強化する。  

b)排ガスに関する測定機設置、データベース運営及び管理事業に対する管轄機関の予

算活用を強化する。  

c)排ガス処理設備及び自動連続測定機の設置を義務付けられる発生源に対する輸入減

税規定をレビューし、追加補足及び完成を行う。  

d)大気汚染管理に対する政府予算外の資源を誘致し、二輪車及び四輪車の排ガス試験

への参加条件を満たす企業、組織、個人を奨励する。 
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đ)自動連続観測ステーションの設置及び特別都市や中央直轄都市の周辺大気観測ステ

ーションの配置に優先に融資する。 

3.5. 大気質管理に関する国際協力事業及び技術事業の強化 

a)大気汚染管理及び交通、建設、産業における発生源の管理、モニタリングについて

の規定の策定や公布及びその管理事業実施に関する海外の機関や組織との研究、研修、経験

交換を行う。 

b)大気汚染の防止、削減、処理及び排ガス測定、燃料の効率管理に関する科学研究、

技術移転に投資することを奨励する 

c)産業の排ガスや気候変動を及ぼす廃棄物の削減、生産力や燃料の効率向上を目指す

先端技術の研究やその革新と活用を行う。 

d)ベトナムに適切な排出係数の研究と作成を促進する。各排出源の PM 10 と PM 2.5

の排出インベントリに関する科学的な理論と実践的な研究を行う。  

đ)政府の大気汚染管理のための汚染経路評価モデルや排ガス発生源確定モデルに関す

る研究及び作成を行う。 

e)環境への排ガスの排出枠付与規定を公布するための基礎となる大気負荷の計算法を

研究する。 

3.6. 大気環境保護に関する法規の適用に対する検査、監督事業の強化 

a)産業、エネルギー及び交通輸送業種における排ガスモニタリングに関する環境保護

の法規適用への検査、監督を強化する。 

b)交通手段の環境保護技術要求を満たすことを目指して、陸上交通手段の排ガス試験

を強化する。 

c)産業及び建設事業から発生する排ガスの緊密なモニタリングのために 、コミュニ

ティの参加を動員する。 

3.7. 大気質及び大気汚染に関する宣伝、教育、意識向上の促進 
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a)特別都市及び 1 級都市のコミュニティの大気保全意識向上及び大気汚染警告を目指し

て、マスコミにおける周辺の大気質や大気汚染モニタリング規定に違反する機関のリストに関

する情報を頻繁に更新し、公開する。  

b)企業の経営者、各機関、業種の環境管理者に対する環境保護法規の研修や普及活動を

頻繁に行う。 

c)コミュニティに対する大気汚染の害悪や気候変動の危機に関する情報の普及や宣伝

計画を作成する。  

d)交通に参加する人々の公共交通手段利用の環境への利点やエコドライブの宣伝及び

情報普及を強化する。 

4. 実施の仕組み 

a)天然資源環境省は計画の主体であり、関連省庁や地方政府である省、中央直轄都市

の人民委員会と連携し、本計画を実施する責任を有する。天然資源環境省は地方政府の大気

質管理計画の作成及び実施を指導する。大気質管理に関する政令公布に向けて、その案を作

成し、提案する。大気汚染管理関連の環境技術基準や標準を追加作成し、改正する。産業の

排ガス発生源のインベントリ作成規定や自動連続測定に関する規定を作成し、公布する。 

b)内務省は天然資源環境省と連携し、各機関や各レベルの大気汚染管理及びモニタリ

ングの職務に関する規定を公布する。 

c)商工省は生産における燃料質保護を強化し、2007 年 7 月 20 日付けの 177/2007/QĐ-

TTg 号の首相決定で承認されたバイオ燃料に関する 2015 年の開発プロジェクト及び 2025 年

までのビジョンを実施する。 

d)交通運輸省は本計画の 3 項ｃ号で定められた事業を実施し、交通手段の技術基準及

び法規を公布する。都市で使用する交通手段の燃料に天然ガスの使用を奨励する政策案を作

成し、政府に提案する。特別都市や 1 級都市の人民委員会と連携し、公共交通開発に投資す

る。  
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đ)建設省は建設事業における環境保護規定の改正や公布 を行う。  

e)科学技術省は関連省庁と連携し、燃料管理や大気質管理に関する研究を強化し、大

気汚染を及ぼす物質を確定する基準を完成し、公布する。  

g)教育訓練省は環境技術やテクノロジー分野における大気質管理に関する修士課程、

学部、短大及び専門学校のカリキュラムを作成する。 

h)財務省は大気質管理において環境保護税からの予算を活用する政策を公布する。省

エネルギーの生産や設備輸入への減税、金融優遇制度を整備する。政府予算法及びそのガイ

ダンスに従い、本計画の実施に政府予算やその他の資源をバランスよく配布する。 

i)計画投資省は財務省と連携し、政府予算法及びそのガイダンスに従い、本計画の実

施に政府予算やその他の資源をバランスよく配布する。 

k)情報通信省は周辺の大気質、とりわけ特別都市、1 級都市、大気質の低い地域にお

ける大気質の情報をマスコミを通じて普及し、コミュニティの大気環境保護に関する意識を

向上させる事業を主催し、または天然資源環境省と連携して実施する。 

l)農業農村開発省は管轄内の生産、経営、サービス事業における大気汚染管理を強化

する。 

m)厚生省は医療事業の大気への影響を観測し、評価する。大気汚染の健康への影響を

研究するプロジェクトやプログラムを実施する。病院の廃棄物焼却炉からの汚染管理を行う。 

n)省や中央直轄都市の人民委員会は天然資源環境省や関連省庁と連携して本計画を実

施するとともに、各地方の大気質管理計画を作成し、実施する。排ガス発生機関の環境保護

に関する法規遵守の検査を強化し、設置した自動測定機の排ガスに関するデータを伝達する 
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インフラを整備し、その能力を向上させる。 

o)省庁の大臣、地方や中央直轄都市の人民委員会委員長は本計画の実施を監督し、促

す。天然資源環境省が首相へ報告するために、管轄範囲内の職務実施に関する年次報告を提

出する。 

 

第 2 条 本決定は署名の日から発効する。  

 

第 3 条 天然資源環境省、各大臣、省庁の長官、各地方や中央直轄都市の人民委員会委

員長、関連機関及び個人は、本決定を実施する責任を負う。 

 

 送付先 

- 共産党中央秘書班 

- 首相、副首相 

- 政府省庁 

- 汚職防止中央運営委員会事務所 

- 省、中央直轄都市の人民委員会、人民評議会 

- 中央共産党の事務局と各専門班 

- 共産党総書記の事務局 

- 主席府の事務局 

- 国会事務局と国会の各委員会 

- 最高裁判所 

- 最高人民検察院 

- 国家会計 

- 国家金融監察委員会 

- 社会政策銀行 

- ベトナム開発銀行 

- ベトナム祖国前線中央委員会 

- 大衆組織の中央機関 

- 政府事務局: 副首相のアシスタント、各局、部、

政府ホームページ 

保管 ドキュメント保管所、科教文社 (3b)など 

首相 

 

 

 

  

 

グェン・タン・ズン 
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付録 I 

大量排ガス源リスト 

(2015 年...月...日付けの QĐ-TTg 号の首相決定と併せて公布する) 

  ––––––– 

順 産業機関 特徴 

1 鉄鋼 20 万トン /年以上の生産量の工場 

2 発電  天然ガス使用以外のすべての火力発電所 

3 セメント製造  すべての工場 

4 化学品及び肥料製造 1 万トン/年以上の生産量の工場 

5 石油精製 1 万トン/年以上の生産量の工場 

6 ボイラー使用業種 20 トン/時以上の蒸発量のボイラー 
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付録 II 

計画実施に当たる優先プログラム目録 

(2015 年...月...日付けの QĐ-TTg 号の首相決定と併せて公布する) 

 

1. ベトナムにおける大気質管理に関する体制及び政策の整備と強化プログラム 

- 目標:大気質管理に関する法規の作成及び公布のロードマップを、世界情勢及びベ

トナムの現状にあわせて適切かつ科学的に確定する。 

- 主な任務(本決定の 3.1 項の実施): ベトナムにおける大気質管理政策の実施をレビ

ューし、評価する。 

- 主催機関：天然資源環境省 

- 共催機関：中央政府の省庁及び地方、中央直轄都市の人民委員会 

- 実施期間：2016 年 – 2018 年 

2. 生産機関及び交通手段のグリーン燃料使用強化のソリューション作成及び実施プ

ログラム 

- 目標:生産機関及び交通手段の排ガス削減を目指したグリーン燃料使用強化 

- 主な任務：(本決定の 3 項 a, b 号の実施) ベトナムにおけるグリーン燃料使用の現

状評価、外国の経験参照、産業及び交通分野におけるグリーン燃料使用強化ソリューション

提案を実施する。 

- 主催機関：天然資源環境省 

- 共催機関：商工省、中央政府の省庁、地方と中央直轄都市の人民委員会 

- 実施期間： 2017 年 – 2019 年 

3. 排ガス削減を目指した生産技術革新及び産業排ガス処理への補助プログラム 

- 目標：大規模生産機関が排ガス削減を目指した生産設備の使用及び排ガス処理設備

の運営を行う。  
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- 主な任務(本決定の 3.3 項 c, d 号及び 3.4 項 a, b, c, d, đ, e 号の実施): ベト

ナムにおける生産技術のインストール及び産業排ガス処理設備の設置を調査し、評価する。

海外の経験を参考にし、排ガス削減を目指した産業技術及び排ガス処理設備の革新ソリュー

ションを提案し、補助する。 

- 主催機関：天然資源環境省 

- 共催機関：中央政府の省庁、地方と中央直轄都市の人民委員会 

-実施期間：2016 年– 2019 年 

4. 排ガス自動測定機への投資、政府管理機関へのデータ通達システム強化、観測シ

ステムからの接続ツール作成プログラム  

- 目標：産業排ガス源管理効果向上を目指した産業排ガス発生源への継続なモニタリ

ングを行うツールを設置する。 

- 主な任務(本決定の 3.3 項 d, đ 号及び 3.4 項 e 号の実施): 工場の煙道における自

動連続測定機や、天然資源環境局及び天然資源環境省へのデータ通達設備の設置、技術移転

や設備運営及びメンテナンスを行う。  

- 主催機関：天然資源環境省 

- 共催機関：商工省、財務省、中央政府の省庁、地方と中央直轄都市の人民委員会 

- 実施期間： 2017 年– 2020 年 

5. 産業排ガス排出源に関するインベントリ作成及びデータベース構築プログラム 

- 目標：産業排ガスに関する国家データベースの構築及び継続更新を行う。 

- 主な任務(本決定の 3.3 項 d 号及び 3.4 項 c 号の実施): 毎年、主な発生源及びダス

ト、SO2, NOx, CO、特定排ガスなどの汚染物質に関するインベントリの作成、データベース

構築、産業排ガスに関する情報更新及び公布を行う。 

- 主催機関：天然資源環境省 

- 共働機関：中央政府の省庁、地方と中央直轄都市の人民委員会 

- 実施期間：2016 年– 2018 年 
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6. 陸上交通手段からの大気汚染管理ソリューション強化プログラム 

- 目標：ロードマップに従った排ガス基準の適用、環境にやさしい二輪車及び四輪車

の排ガス管理を実施する。 

- 主な任務(本決定の 3.3 項 h, i, k 号の実施): 排ガス基準適用及び環境にやさしい

交通手段使用の現状を調査し、評価する。外国の経験を参考にする。ロードマップに従った

排ガス基準を適用し、二輪車及び四輪車の排ガス管理、環境にやさしい交通手段の使用に関

して提案する。 

- 主催機関：交通運輸省 

- 共働機関：天然資源環境省、中央政府の省庁、地方と中央直轄都市の人民委員会 

- 実施期間：2016 年– 2017 年 

7. コミュニティへの大気質に関する情報普及の強化及び多様化プログラム 

- 目標：大気質に関する宣伝及び意識向上を目指して情報普及を実施する。 

- 主な任務(本決定の 3.7 項の実施): ベトナムにおける大気質に関する情報収集の現

状を調査し、評価する。コミュニティへの情報提供に関する外国の経験を参考にする。コミ

ュニティへの大気質に関する情報普及と宣伝の体制、政策及び実施プロジェクトを提案する。 

- 主催機関：天然資源環境省 

- 共働機関：中央政府の省庁、地方と中央直轄都市の人民委員会 

- 実施期間: 2016 年– 2018 年 

8. 大気質管理に関する体制及び金融政策整備及び投資源の多様なプログラム 

- 目標：大気質管理事業に関する予算配分制度を設立する。  

- 主な任務(本決定の 3.4 項の実施): 大気質管理に関する予算配分の現状をまとめて

評価する。大気質管理事業に対する予算配分政策及び体制を提案する。 

- 主催機関：財務省 
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- 共働機関：天然資源環境省、商工省、交通運輸省及び地方と中央直轄都市の人民委

員会-  

- 実施期間：2017 年– 2019 年 

 9. 大気質管理に関する科学技術研究及び開発プログラム 

- 目標：大気質管理事業に関するベトナムに適合した科学的なツールを作成する。  

- 主な任務(本決定の 3.5 項 d, đ, e 号の実施)：ベトナムにおける大気質管理に関す

る研究と開発事業の現状調査及び評価を行う。大気質管理に関する海外の科学技術研究経験

を参考にする。大気質管理を目指して汚染経路評価モデルや排ガス発生源確定モデルを作成

する。 

- 主催機関：天然資源環境省 

- 共催機関：商工省、交通運輸省及び地方と中央直轄都市の人民委員会  

- 実施期間：2018 年 – 2020 年 
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2020 年までの大気質管理に関する国家行動計画 

(2015 年...月...日付の QĐ-TTg 号の首相決定と併せて公布する) 

–––––––– 

I. ベトナムの大気質管理の現状 

この 25 年間、我が国の経済社会開発は環境保全と結びつけながら実施されてきた。

特に環境保護法が公布されて以来、持続的開発戦略指向（アジェンダ 21）が発表され、経済

開発、社会平等と環境保全の 3 分野のバランスをとったいくつかの奨励されるべき成果をあ

げている。しかし、我が国の持続的開発事業はまだ多くのチャレンジに直面している。それ

は環境汚染、天然資源の枯渇、エネルギー源不足、影響が顕著な気候変動などである。2012

年 2 月にスイスのダボスで開かれた世界経済フォーラムにおいて、ベトナムは世界の大気汚

染ワースト 10 に入っているという意見が発表された。その汚染の原因は、排ガス管理がまだ

積極的かつ厳格ではないためである。   

 大気汚染は住民の健康や農林水産業、観光業などに悪影響を与えている。厚生省の

統計によると、大気汚染による呼吸器系疾患の患者は人口の 3-4%を占めている。全国の

74.5%のじん肺症患者は鉱山、建設、機械製造、冶金などの業種の従業員で、ダスト汚染に

日々暴露している。ハノイ、ホーチミン市、ドンナイ、ハイフォンなど、開発レベルの高い

大都市における大気汚染による呼吸器系疾患の患者の比率の方が、バクカン、ディェンビェ

ンのような地方より 4-5 倍も高い。呼吸器系疾患による診断、休業、介護費用などの経済的

損失は一人当たりで計算すれば、ハノイ市の場合は 1,538 ドン/日、ホーチミン市の場合は

729 ドン/日である。 

政府首相 

 

 

ベトナム社会主義共和国 

独立・自由・幸福 
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1.1. 周辺の大気質の現状  

都市の大気環境は多くの発生源から影響を受ける。この 5 年間、都市の大気質はあま

り改善されていない。大気質の AQI 指数はまだ依然と同じような高い状況である。特にハノ

イでは、2010 年から 2013 年までの期間に、AQI 指数の良くない日数(AQI = 101 ～ 200)が、

総観測日数の 40 - 60%も占めている。  

TSP や PM10 による汚染は都市、工業団地及び工芸村の大気質の重要な課題となってき

た。TSP の汚染、とりわけ都市の主要道路沿道の大気の汚染は憂慮すべきである。ハノイ、ホ

ーチミン市、ハイフォン、カントーなど大都市周辺の大気の観測結果によると、大気汚染は

警報レベルであり、平均 TSP がベトナム基準より 1.5 倍から 3.5 倍、建設工事がある場合は

7 倍から 10 倍上回っている。多くの都市の PM10 の年平均濃度は WHO の勧告濃度(20 µg/m3)よ

り 5倍から 6 倍、基準(50 µg/m3)より 2倍から 3 倍上回っている。  

都市の大気における CO, SO2, NOx, Pb の平均濃度はたいてい基準の範囲内である。

しかし、特定の場所と特定の時点、とりわけ重要な交差点や石炭、石油使用産業の生産地で

は、この数年間、これらの汚染濃度が上昇する傾向にある。特に、いくつかの都市の最近の

観測データによれば、地上付近の大気層の O3濃度はかなり高く、QCVN 05:2013 の 8 時間平均

濃度(120 µg/m3)に近付いている。また、大都市の主な道路や、工業生産地の騒音も QCVN 

26:2010/BTNMT で定められた 6時から 21 時までの基準(70 dBA)より上回っている。 

上記の産業、交通、建設工事による大気汚染以外に、ベトナムの多くの都市の大気は、

廃棄物の投棄や腐敗により汚染された地下水や溝渠、運河、河川からの臭気の影響を受けて

いる。  

農村部の大気質はまだ良い状況で、汚染がない地方が多くある。汚染物質濃度は QCVN 

05:2013 で定められた基準の範囲内である。しかし、特定の地域、とりわけ廃棄物やプラスチ

ック、金属、紙、建設資材（煉瓦、瓦、石灰）などのリサイクル、陶磁器製造、農産物加工

業（麺、酒、菓子）、織物、染色などの業種の工芸村では大気が激しく汚染されている。 
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近年の工芸村の大気調査結果によると、総粉じんの濃度が基準より 3 倍から 8 倍、SO2 が 3

倍から 6.5 倍上回っている。食品加工の村の排気は H2S, NH3, CH4 及び臭気を含んでいる。こ

れらのダストや有害排ガスを削減する措置が未だとられていない。多くの家族は汚染された

生産地で生活している。  

それとは別に、山地は人口密度や交通密度が低く、産業が未開発で、緑が多く、水が

きれいで、大気質が良い状況にある。しかし、この 3 年間、収穫後の藁を燃やすことにより

公共交通や周囲の地方への煙霧が問題となっている。 

1.2. 大気質管理に関する体制、政策及び法律 

ベトナムの大気質管理に関する法規は環境保全の法規と共に整備されている。法律や、

共産党政治部、首相府の決定、戦略、関連省庁の通達及びガイダンスのコンテンツに含まれ

ている。しかし、長い間、大気汚染管理に関する法律や政策は一般的なもので、具体的かつ

効果的なものではなかった。従って、環境保全に当たる政府の管理機関の職務には、大気質

管理の専門部門設立及び任務が定められていなかった。天然資源環境省と関連省庁の間で大

気環境管理の職務が重複しており、明確ではなかった。大気質管理の具体的な規制が欠如し

ており、現行の法規では強制性やコンプライアンスが明確に定められていない。中央レベル

と地方レベルの大気質管理計画が策定されていない。 

大気質管理の具体的な分野においては、企業の排ガス処理モニタリングや排ガスの排

出許可制度が実施されていない。すべての監督作業は環境影響報告などに基づいている。大

気環境管理のためのコントロールツールが未だ整っていない。関連標準や基準も同期されて

いない。特定業種に対する基準や現状に適切な規定が欠如している。政策や法規の効果と効

力が高くない。 

近年、大気質に関する法規、とりわけ産業排ガスに関する規定に、より関心が注がれ

ている。天然資源環境省は関連省庁と連携し、環境に関する国家基準を見直し、新しい基準

（大気質関連基準も含まれる）を補足する。今まで、大気に関する 11 の QCVN が公布された。

2014 年に公布された改正環境保護法第 64 条に基づき、すべての排ガス排出源はその流量、性

質、特徴を確定しなければならない。 
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排ガスを排出する事業の承認は、大気の負荷を考慮し、人や環境に悪影響のないことを保証

した上で検討されるべきである。産業排ガスの大量排出源を有する生産、経営及びサービス

機関は、汚染源登録、観測、インベントリ作成、排ガスの流量、性質、特徴に関するデータ

ベース構築を行うべきである。自動継続測定機を設置し、管轄機関に排出認可を申請しなけ

ればならない。2014 年の環境保護法を実施するために公布された 2015 年 4 月 24 日付けの

38/2015/NĐ-CP 号の政令は、第 VI 章に廃棄物及びスクラップ管理を定めた。その政令の産業

排ガスの管理は、排出源登録、インベントリ作成、排ガスデータベース構築；産業排ガスの

自動連続測定；産業排ガスの排出許可授与という 3 つの事業に分けられる。これらの事業は

関連企業に対し、排ガス登録、インベントリ作成、排出許可に関する手続きを行うために、

生産をより効果的に、排ガスをより効率的に処理する多くの設備に直ちに投資することを求

める。天然資源環境省と地方の天然資源環境局も大気質管理に関する行政的な能力を強化す

ることが求められる。 

1.3. 排ガス源管理 

1.3.1. 交通排ガス源管理 

ベトナムにおける交通排ガス源の中で、自動車が最大の汚染源である。自動車の年間

平均増加率は 12％であり、中でも小型車が 17％で一番増加率が高く、トラックが 13％、バイ

クが 15％であるが、バスはほとんど増加していない。ベトナムレジスター（VR）の統計によ

ると、2005 年に全国で使用されている自動車とバイクの総数は 1,600 万台で、2012 年末には

3,700 万台に増加した。2005 年の車総数は 60 万台だったが、2012 年末の総数は 160 万台にな

った。2013 年に、ハノイでは 30 万台の小型車、1 千 3 百台のバス、1 万 4 千台のタクシー、

460 万台のバイクがある。ホーチミン市では、54 万 7 千台の小型車、3 千台のバス、550 万台

のバイクがある。交通道路が狭く、同期ではない条件で、個人の交通手段が増加することは、

環境管理機関に対して大気汚染、とりわけ都市の大気汚染の問題解決の圧力をかけている。7

年後、交通運輸事業により大気汚染の排出源が約 2.5 倍増加すると予測される。 

交通運輸セクターは、交通手段からの排ガス管理するために、都市大気質改善の第 23

プログラム、249/2005/QĐ-TTg 号の決定で定められる自動車に対する Euro 2 の排ガス基準適

用実施、EURO 3, 4, 5 の排ガス基準適用ロードマップ承認、公共交通強化、環境にやさしい

LPG や電車のようなクリーンエネルギー使用、貨物及び旅客輸送手段の使用期限に関する 
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2009 年 10 月 30 日付けの 95/2009/NĐ-CP 号の政令適用、陸路の自動車検査、道路整備、一方

通行の道路増加、交差点における歩道橋建設など多くの取り組みを行っている。  

しかし、交通運輸による排ガス管理はまだ多くの困難な問題に直面している。ベトナ

ムレジスターの自動車点検に関する統計によると、全国に配置された 109 か所の検査局のう

ち、78 か所は地方政府、12 か所は民間、19 か所 はベトナムレジスターに直属する検査局で

ある。バイクや車に対する排ガス検査や定期的なメンテナンスに関する具体的な規定がほと

んどない。車の排ガス検査は一般の自動車に対する定期点検と同時に行われている。ベトナ

ムレジスターの 2013 年 10 月の報告によると、2013 年 9 月 1日から 30 日までに全国の検査局

は排ガス及び環境保全に関して 166,486 回の点検を行った。その結果、54.5％は排ガスの基

準に達しておらず、2012 年の同時期に比べて 2.5%増加したという。省及び都市における交通

参加二輪車と四輪車の排ガス管理に関する 2010 年 6 月 17 日付けの 909/QĐ-TTg 号の首相決定

の実施結果は、全国の 63 省中 46 省（73%）はその実施に関する報告が出されていないことを

示した。2005 年 10 月 10 日付けの 249/2005/QĐ-TTg 号の首相決定は、2007 年 7 月 1 日から陸

路に参加する自動車の排ガス基準適用ロードマップが定められたものの、各地方や都市には

排ガス基準に達しない交通手段、とりわけバスが多く使用されている。多くの自動車は構造

的、技術的に遅れており、排ガス再循環、電子燃料噴射システム、ガソリン蒸気を補足する

システム、触媒コンバーターなどの排ガス処理装置が欠如している。 

住民のニーズに合わせ、個人交通手段の減少を目指した都市の公共交通への投資が十

分に行われていない。ガソリンとディーゼル油を使用する個人交通手段が大部分を占め、グ

リーンエネルギー使用がまだ少数派である。それに、自転車が都市では流行っていない手段

である。 

1.3.2. 産業排ガス管理 

この 20 年間、首相決定により設立された工業団地は 1991 年に 1 か所（ホーチミン市

のタントァン）、1995 年に 12 か所、2007 年に 150 か所、2012 年末までに 289 か所で、総面

積は 8 万ヘクタールである。そのうち、47,300 ヘクタールを占める 179 の工業団地が既に運

営されている。  
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セメント製造業は 2000 年に 1500 万トンを生産し、174 万トンの石炭を使用した。

2011 年に生産量を 5400 万トンに上げ、500 万トンの石炭を使用した。2014 年に全国で 100 の

セメント製造企業があり、うち 44 企業がクリンカーを生産している。鉄鋼製造業は 2000 年

に 157 万トンを生産したが、2014 年に 500 万トンに上げた。2014 年に全国で 30 の鉄鋼製造

企業がある。そのほとんどは小規模生産で、技術的に遅れた設備を使用し、主な使用原料が

大気汚染を及ぼすスクラップである。火力発電（石炭、石油使用）は全国で 27 企業あり、

2000 年に 3,000 MWh であったが、2006 年は 7,500 MWh、2014 年に 10,000 MWh へと発電量を

上げた。 

大気汚染に影響を及ぼす上記の 3 つの業種だけを例として挙げてみると、2000 年から

2014 年までの 10 年間余りで、生産量も燃料使用量も排ガス量も 3 倍増加した。商工省の戦略

政策研究所の研究結果によると、2015 年に鉄鋼製造業は 1,393 トンのダストと 7,825 トンの 

SO2を、石炭火力発電所は 5,742 トンのダストと 50,054 トンの SO2 を排出するという。2020

年には鉄鋼製造業は 2015 年より倍に排出することが予測されている。建設省の建設資材研究

所によると、セメント製造業は 2015 年に 1,075 トンのダストと 0.14 トンの SO2を、2020 年

には 1.34 トンのダストと 0.18 トンの SO2を排出する。 

生産による排出源への管理措置が実施されつつある。それは排出に関する厳格な標準

や基準作成、グリーンプロダクションの奨励や環境にやさしい技術使用に対する優遇制度な

どである。また、汚染に対する強制や処罰も強化されている。 

いくつかの地方のデータによると、基準に達した排ガス処理設備を有する産業機関は

60%しか占めていない。グリーンプロダクション技術の使用は 10%にとどまり、省エネルギー

計画実施機関は約 20%であるという。環境保護法で定められた環境影響評価報告に従った大気

環境保全施設や措置を実際に行った産業プロジェクトの割合は低い。環境影響評価報告で述

べられたすべての環境に関するコミットメントをまじめに実施した生産、経営、サービス業

の機関は少ない。 

一般的に、鉄鋼、セメント、火力発電などの多くの工場がダスト処理設備を設置し、

運営している。中でも大規模企業、外資企業に設置されたダスト及び排ガス処理設備の能力

が高く、処理後のダスト、NOx, SOx, CO の濃度は基準に達する。それに対し、高炉セメント

使用など中小企業は許可されるダスト処理システムが欠かれている。中でも鉄鋼、セメント

製造業の 100%の中小規模の工場は、毒害ガスである NOx, SOx, CO を処理していない。27 の火

力発電所のうち 3 工場は NOx 処理装置を有する。木材加工、織物染色、鉄鋼、リン酸塩製造
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の分野においては、ダスト対策として簡単なダスト回収装置（シングルサイクロン)を設置し

ているが、細かいダストが回収できない。  

環境管理機関の産業排ガス測定及びモニタリング事業は定期的には行われておらず、

火力発電、セメント、鉄鋼、化学品、タバコの各業種の代表的で大規模な工場だけで実施さ

れている。煙突から排出される排ガスの監視装置を有する機関はまだ少なく、ホーチミン市、

ハノイ、タイグェン、バリア・ブンタウ、ハイフォン、クァンニン、ドンナイの天然資源環

境局及び環境総局環境観測センター、工科大学、建設大学、環境技術研究所だけ有している。

ほとんどの工場における排ガス測定の場所が技術的な基準に達していない。煙突から排出さ

れる排ガスの自動連続測定機を設置するのは火力発電、セメント、石油精製の近代的で大規

模な工場のみである。具体的には、鉄鋼製造業は 26 のうち 1 工場、セメントは 47 のうち 15

工場、 火力発電は 23 のうちの 8 工場がよく運営されている自動連続測定機を有する。つま

り、現在、産業の排ガス測定データはまだ整っていないのである。 

産業排ガスに関するデータ収集及びインベントリ作成に影響を及ぼすもう一つの理由

は、我が国では国家レベルで統一された産業排ガスの排出係数が未確定であることである。

このため、各地方及び全国の情報収集及び処理が同じ基準で実施されていない。排ガスイン

ベントリに関する作成方法、規程が統一的に定められておらず、少数の特定のプロジェクト

における定性的な試みにとどまっている。 

1.3.3. 建設事業からの排ガス管理  

「ドイモイ政策」の始まった 1986 年に我が国の都市人口は 1,187 万人で、全国の人

口の 19% を占めていたが、2012 年 (25 年後)には、都市人口は 2,890 万人に増加し、総人口

の 32%を占めている。年鑑によると、2005 年から今まで、毎年都市人口は 100 万人増加して

いる。それに伴う集合住宅、サービス施設の建設及びインフラ整備が必要である。また、既

存の施設の修理、新築事業も多く実施される。このため、この 20 年間、我が国の都市の数も

早いスピードで増加し、1990 年の 500 都市から 2007 年に 729 都市、2012 年には 765 都市に

なった。そして、中央政府も地方政府も交通網整備に力を入れ、国道、高速道路整備プロジ

ェクトが全国で数多く実施されている。その結果、全国でどこでもいつでも建設工事が実施

され、多くの廃棄物を排出し、都市環境にダストをはじめとする悪影響を及ぼしている。 
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建設工事（建物、橋、灌漑システム）からの排ガス管理は、建設中や建設資材の開拓、

商売、輸送に関わる運搬手段から発生するダスト減少措置にとどまっている。全国の建設工

事（建物や道路の建設と補修、建設資材輸送）における環境保全のすべての措置が厳格に実

施されていないことにより大気が汚染している。交通、地下水、情報システム、ケーブルな

どの整備に関わる工事は周囲の環境に不衛生な汚染を及ぼしている。特に、投資不足により

建設事業が延長又は停止されることは、ダストをはじめ大気汚染に導いている。多くの都市

の統計によると、建設及び補修工事による TSP 平均濃度は、基準より 5-6 倍、場合によって

は 10 倍も高いという。つまり、建設事業における排気とりわけダスト管理措置が効果的に実

施されていないことが反映されている。 

1.3.4. 廃棄物焼却炉からの排ガス管理  

- 医療系廃棄物焼却炉: 郡レベル以上の病院は廃棄物焼却炉を整備される。しかし、

50%の焼却炉は排ガス処理設備が付いていない。このため、周囲の大気にダイオキシン類など

人々に毒害を及ぼす排ガスを排出している。多くの病院では運営費及び運営経験の不足のた

め焼却炉が中止されている。  

- 有害産業廃棄物焼却炉(CTNH):  基準に達した焼却温度、煙の流量、滞留時間、許

可された排ガス処理設備のある大型の有害産業廃棄物焼却炉を整備したハノイ、ホーチミン

市、ブンズォンなどの大都市や地方を除いて、ほとんどの地方の CTNH は小規模で、周囲の住

宅地との安全距離などの基準に達していない。 

- 生活ゴミの固体廃棄物焼却炉(CTR): この数年間、いくつの地方は小規模で、燃料

消費が少ない簡単な技術の生活系固体廃棄物焼却炉を整備するようになった。これらの焼却

炉は 700-8000C の温度で、分別された生活系固体廃棄物を焼却できるが、有害固体廃棄物の

処理はできない。 
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1.3.5. 農村部及び工芸村の排ガス管理 

大規模畜産ファームの他、計画されない小規模畜産、技術未適用で分散した畜産がま

だ多く存在する。これらの畜産地は廃棄物収集計画を作成せず、臭気、メタンなどの排ガス

を排出し、大気を汚染している。また、我が国は現在、化学肥料や農薬の無差別使用による

化学物質の環境への拡散問題に直面している。これらの殺虫剤、成長刺激剤などは、使用後

に酸化され、酸性、アルカリ性の毒性ガスを生成し、大気に拡散して非常に汚染している。 

2011 年の統計によると、全国で 1,300 の工芸村が承認された。その他に、3,200 村が

遅れた技術を使用した小規模の生産を行っている。ほとんどの工芸村の生産活動は直接的あ

るいは間接的に大気に影響を与えている。その中で、リサイクル（金属、紙、プラスティッ

ク）、建設資材、鉱石と食品加工などの業種の村は大気を激しく汚染している。この数年間、

環境保全に関する行政管理が欠けている中で、工芸村は自発的に形成し、かつ拡大している。

そのため、工芸村では環境とりわけ大気環境が緊急な問題となっている。 

1.4. 大気汚染に対するモニタリング及び検査  

ベトナムでは自動車の走行中の排ガス検査がまだ実施されていない。産業においては、

環境検査はこの数年間強化されたが、罰金が少ないため、効果的ではない。環境保全に関す

る検査結果によると、2010 年には、46 省と中央直轄都市における 64/2003/QĐ-TTg 号の決定

により深刻な環境汚染企業に指定された工場の検査では、16 か所中 4 か所（25%）が基準を上

回る排ガスを排出しているという。ヌエ河やダイ河流域にあるハノイ、ハナム、ナムディン、

ニンビン省における 2008 年の環境保全検査結果によると、230 工場中 97 工場が排ガスに関し

て処罰された。処罰された工場のうち 71 工場（73.2 %）は排ガス処理装置があり、うち 18

工場（25.4 %）の処理装置が基準に達していた。2010 年から 2014 年までに 19 のセメント工

場は環境総局の検査官に違反をあげられ処罰された。そして、違反と見なされたほとんどの

鉄鋼工場は CO, NOx, SO2などの排ガス処理ができていない。 

大気汚染は時間的に早く変化する特徴がある。しかし、環境検査においては検査対象 
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の工場に事前通知する規定があり、工場がその間に検査官に対処する措置をとるため、大気

汚染を正確に摘発することが難しい。産業排ガス検査は現地調査の一つの検査作業であり、

時間的、範囲的に限られている。それに、排ガスのサンプリング装置が少なく、排ガス検査

のできる検査官が少なく、未経験であるのが現状である。 

1.5. 排ガス及び周辺大気質の観測 

ベトナムにおける周辺の大気質観測は 1995 年に始まった国家及び地方の観測プログ

ラムを通じて実施されてきた。2000 年以来、継続的な観測データを提供するために、35 の環

境観測ステーションが設置された。現在、環境総局は 7 か所、国家気象センターは 10 か所、

ハノイは 2 か所、クァンニンは 10 か所、ブンフクは 2 か所、ダナンは 1 か所、トァティエ

ン・フエは 1 か所、カンホアは 1 か所, カントは 1 か所、ダクラクは 1 か所、ドンナイは 2

か所、クァンナムは 1 か所ある。その他、移動式の自動観測ステーションもある。環境総局

は 1 台、クァンニンは 1 台、ダクラクは 1 台ある。また、ドンナイ省、クァンニン省、タイ

グェン省は大気の自動測定機を設置した。ホーチミン市は以前 9 か所の自動測定機を設置し

たが、現在は費用不足のため運営を中止している。  

半自動的な観測は、地方によって異なっている。ほとんどが費用の問題で、年 4-6 回

の観測である。観測場所は大都市、工業団地など環境問題が深刻な地域である。環境観測事

業、とりわけ大気観測は大都市や工業団地の特定な場所に限られ、農村部や工芸村に対する

全面的で定期的な観測プログラムが欠如している。汚染源管理に向けた越境観測が、多くの

難しい問題に直面している。 

環境影響報告に関する承認決定により、すべての産業機関は環境を定期的に観測しな

ければならない。しかし、ほとんどの機関は煙突の排ガスモニタリングを行っていない。そ

の原因は、既設の工場には煙突に観測及びばいじんのサンプリング口が設置されていないた

めである。現在、自動連続測定機の設置はセメント、火力発電、石油精製、化学品製造の大

手企業しか実施していない。いくつかの工場は生産管理の目的で測定機を設置したため、環

境とりわけ有害排ガスの係数が設定されていない。 
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観測事業は統一したプロセスで行われていない。多くの観測機関がサンプリングや分

析方法が異なるため、情報やデータの処理が難しい。天然資源環境省は 2011 年 8 月 1 日付け

の 28/2011/TT-BTNMT 号の通達において、周辺大気及び騒音に関する観測技術を定めた。また、

2015 年 8 月 17 日付けの 40/2015/TT-BTNMT 号の通達は産業排ガス観測規程を定めた。QA/QC

の実施が弱いため、データの処理が困難である。大気質の測定機が時代遅れで、情報の保持

や処理などが自動化できていない。排ガスに関する情報が同期的ではないため、国家レベル

のデータベースに統一されていない。その結果、データの共有や使用が難しい。 

1.6. 大気環境保全への投資 

この数年間、大気環境保全への予算は、中央レベルにおいても地方レベルにおいても

制限され、環境観測や汚染源管理の最低限の費用も不足している。測定機も不足し、故障し

た場合の修理、メンテナンス費用がない。排出インベントリ作成、汚染対策、汚染を測った

り予測したりする大気管理制度構築のための予算は不足している。 

また、環境観測の予算は他の管理省庁に渡されると別の目的で使用されるため、実際

の観測管理事業がより困難になる。  

1.7. 大気質管理におけるコミュニティの参加及び情報伝達事業 

近年処理されたクァントアン(Quán Toan), シャンリ(Shengli), カトコ・カイン・ホ

ア(Khatoco Khánh Hòa)などのセメント工場の汚染事件には、マスコミや住民の通報が大きな

役割を果たしている。大気質に関する情報普及、伝達が、オンライン、電子公告、ホームペ

ージなどを通じて多様化している。しかし、コミュニティの参加はまだ制限されているため、

政策策定、決定規程及び実際の環境管理事業における住民の意見反映がまだ形だけにとどま

っている。  

1.8. 大気管理に関する科学技術研究における国際協力 

ベトナムは、大気管理を含めた国際環境保全条約に一番早く参加した国の一つである。

大気環境とりわけ都市の大気問題解決に向けて、JICA, CAI-ASIA、世界銀行、GIZ, KOICA,  
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DANIDA などとバイラレラル、マルチラテラルの国際協力プログラムを積極的に実施している。 

その数年間、環境とりわけ大気管理に関する科学技術研究プロジェクトは成果をあげ

たものの、実際に活用されていない。政府は大気に関する幅広く専門性の深い科学技術研究

に投資しないため、この分野はまだ空白といえよう。知的財産登録及び国際的な研究雑誌に

発表された研究はまだ少数である。環境技術、設備を提供する市場は未だ未開発である。地

域レベル及び世界レベルで大気環境に関する処理技術や排ガス管理設備を提供できるベトナ

ム企業はまだ見当たらない。使用される設備や技術はほとんどが高価格で輸入されたもので

ある。 

II.大気質管理に関する 2020 年までの国家行動計画 

2.1.計画の範囲 

- 時間の範囲: 2020 年まで実施される計画 

- 空間の範囲: 全国であるが、都市、工業団地（工業団地、加工区、ハイテク、工業

クラスタ）及び工芸村における大規模の産業機関の周辺大気を中心にする。 

- 内容の範囲  

+ 産業、エネルギー、建設、交通を中心にした排出源管理   

+ 都市、工業団地、工芸村の周辺大気質管理 

2.2. 計画の目標  

大気質管理における現状と実際の問題を踏まえて、本計画の 2020 年までの目標は下記

のとおりである。 

- 全体的な目標 

大気環境改善及びコミュニティの健康保証を目指した排ガス源管理及び周辺の大気質

管理 

- 具体的な目標 

- 産業、エネルギー（2015年 4月 24日付けの 38/2015/NĐ-CP 号の政令の付録参照）及 
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び交通の排ガス源を適切に管理する。2015年に比べて、下記のことを保証する。 

+ 2020 年までに鉄鋼、化学品及び肥料製造から排出される SO2, NOx, CO の 80%を環境

基準に達した処理を行う。  

+ 2018 年までに環境基準で定められる係数を測定する自動連続測定機を火力発電とセ

メントの 70%、鉄鋼、化学品及び肥料製造の 50% の工場に設置する。2020 年までに火力発電、

鉄鋼、化学品及び肥料製造の 80%の工場に設置する。 

+ 2018 年までに火力発電からの排ガスの 80%、セメントの 60%、鉄鋼、化学品及び肥料

製造の 40%についてインベントリ作成できる。2020 年までに, 火力発電、セメント、鉄鋼、化

学品及び肥料製造の 90%についてインベントリ作成できる。 

+ 2020 年までに全国のバイク、自動車の 40%に対し、定期的に排ガス点検できる。 

- 2020 年までに大気を自動連続測定する観測ステーションを 40%増加し、環境基準で定

められる係数及び VOCs, HC を定期的にモニタリングする。 

2.3. 大気質管理原則 

- 大気質管理は公害防止を中心とし、汚染処理及び周辺の大気環境を徐々に改善し、

大気質を向上させることを組み合わせる。 

- 大気質管理は定期的に、各業種及び地方に適切に、焦点を当てながら実施するべき

である。 

- 大気汚染源管理は、国民の監視の下で排出源の主体及び政府の管理機関が責任をも

って行う事業である。  

2.4. 実現優先任務 

- 自動連続測定システム、管理機関にデータを送付する伝達システムを構築し、観測

点間のデータ接続基準を確定する。  

- 大気質管理に関する政令の公布に向けて、現状の研究、評価及び草案作成、提出な

どのロードマップを作成する。 

- 周辺の大気質、大気汚染のコミュニティへの悪影響に関する情報普及の多様化、コ

ミュニティの汚染源へのモニタリング参加強化を実施する。  
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- 排ガス排出業種に対するインベントリ作成、毎年の排出量統計、情報公開を実施す

る。 

- 基準を上回った都市の大気汚染に対するモニタリング、警報、緊急措置のモデルを

作成する。 

- バイオ燃料と圧縮天然ガス(CNG/LPG)の提供インフラ及びその使用交通機関に対す

る奨励、支援制度を整備する。 

2.5. 計画の内容  

2.5.1. 大気質管理に関する法的な制度整備 

2.5.1.1. 産業排ガス源管理  

2020 年までの産業、とりわけ火力発電、セメント、化学品及び肥料、石油精製、産業

ボイラ使用産業、鉄鋼製造の 6 つの業種の排ガス管理を行う。これらの 6 つの業種は大量の

排ガス源である工場を中心に管理する。  

- 業種及び生産規模により、近代的でベトナムの条件に適合する技術を選抜する。 

- 産業のすべての業種に対して大気汚染の排出係数を作成し、公布する。 

- 全国の産業排ガス源のインベントリ及び登録に関する規定を作成し、公布する。す

べての産業機関は環境管理機関に対し排出インベントリ及び登録を行うべきである。 

- 2020 年までに 100%の産業排ガス源に測定機を設置できるよう、大規模な産業排ガ

ス源に対し 24 時間自動連続測定システムを徐々に設置する。これらの観測ステーションは、

国家の指導センターが大規模工場の排出状況を把握し、基準超過を迅速に摘発できるように、

センターに接続する。これらのステーションの設置及び運営費用は大部分が工場の負担であ

るが、一部は政府から補助金が出される。  

- 自動観測ステーションが整っていない場合、大規模の工場の周辺の住民から、排出

違反に関する情報を迅速に地方の環境管理機関に通報できるネットワークを構築すべきであ

る。 
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2.5.1.2. 交通事業からの排ガス管理 

交通事業からの排ガス防止及び管理措置は下記のとおりである。  

a) 国内組み立て及び輸入の 2 輪車及び 4 輪車の排ガス基準適用ロードマップ実施に

関する首相の 249/2005/QĐ-TTg 号と 49/2011/QĐ-TTg 号の決定の実施を目指して、都市の自動

車の排ガス検査システム構築を行う。また使用中の自動車の排ガス基準を下記のように補足

する。 

- 身体障害者用の椅子を含めた 2輪車 

+ 新しく製造、組み立て及び輸入された 2 輪車は 2007 年 7 月 1 日公布の EURO2 の排

ガス基準、2017 年 1 月 1 日からは EURO3 の基準を適用すべきである。 

+ 使用中の 2 輪車は 249/2005/QĐ-TTg 号の首相決定で定められる基準を適用される。 

-  4 輪車: 

+新しく製造、組み立て及び輸入された 4 輪車は 2007 年 7 月 1 日公布の EURO2 の排ガ

ス基準を、2017 年 1 月 1 日からは EURO4、2020 年 1 月 1 日からは EURO5 の基準を適用すべき

である。 

+ 使用中の車は 249/2005/QĐ-TTg 号の首相決定で定められる基準を適用される。 

- 燃料質の管理 

+ ガソリンの品質: 上記の排ガス基準適用のロードマップに従う。 

+ 天然ガス開発及び使用奨励: 2020 年までに都市のバス及びタクシーの 30％は圧縮

天然ガス使用することを目標にする。 

+ バイオ燃料の生産及び使用を奨励する。 

- 都市における公共交通開発への投資: 都市の公共交通手段を利用する乗客は現在の

5-10% から 2020 年までに 15-20% に増加する。公共交通サービス及び歩道を整備する。 

- 汚染排出減少に向けて車両製造技術の開発及び革新: 電動、液化石油ガス使用の車

やバイクを開発する。車製造企業に低燃費の自動車エンジンを研究開発し、キャブレター部

品、触媒排気処理（触媒）および構造を改善する研究を行い、排気ガス汚染を最小限に抑え

るエコドライブ技術を宣伝することを奨励する。 
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- 陸路の自動車の排出係数を作成し、公布する。 

2.5.1.3. 建設事業からの排ガス源管理 

- 建設工事の汚染管理(建物、道路、地下水などの建設): すべての建設工事は環境影

響評価報告で示される措置を誠実に実施する。工事現場の囲い、散水、廃棄物収集、搬出入

車両の水洗などにコミットする。住宅地の近くで行う工事は、都市に適切で安全かつ衛生を

保つカバーを使って工事現場を囲むべきである。ダスト対策として、解体及び基礎破壊除去

の前に必ず散水する。建設資材及び廃材の運搬は袋、ワゴン及びパイプラインを使って実施

する。プレハブ住宅建設や生コンクリート使用を強化する。 

- 建設資材及び廃材輸送で発生する汚染管理: 建設資材及び廃材の輸送車は専業とし、

飛散防止、カバーかけ、過積載禁止など輸送規定を正しく守る。バラバラに資材輸送するこ

とを減少するために、生コンクリートなどの使用を奨励する。搬出入の車は指定された道路、

時間内に走り、車両が汚れた場合は道路に出る前に洗車したり、掃除したりする。III 級以上

の都市は建設資材の輸送及び収集場所を合理的に指定した計画を公布する。 

2.5.2. 周辺の大気質管理  

- 周辺の大気質管理は、主に 2020 年まで中規模及び大規模の都市における汚染排ガ

ス源と見なされる工業団地や、単独に建設された工場、工芸村の周辺で行われる。 

- 周辺の大気質管理は、国家及び地方の大気環境観測システムにより実施され、大気

観測ネットワークが含まれた国家の観測ネットワーク計画を遵守する。 

-観測を実施する個人、機関は能力を整え、観測規程、サンプリング、分析法が統一

され、測定機の導入、修理、メンテナンスが実施され、信頼性の高い大気質観測データを保 
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証できるQA/QC プロセス実施などを通じて、全国の大気質観測システムの能力（人的かつ物

的）を強化する。 

-汚染に関するコミュニティへの警報及び環境、とりわけ大気環境の保全意識向上を

目指して大気質に関するメディア情報を多様化させる。 

3. 計画実施方法  

3.1. 大気質管理に関する法規の見直し、改正、補足及び完成 

- 国家環境技術基準及び大気環境汚染管理に関する基準をレビューし、改正及び補足

を行う。 

- 建設事業における環境保全規定及びガイダンスを見直し、改正及び補足を行う。 

- 中央及び地方政府の環境保全機関の大気環境汚染管理任務及び職務を作成し、公布

する。 

- 産業の排出係数、産業排ガスインベントリに関する規定及びガイダンス、自動連続

測定に関する規定、産業排ガスのデータ作成を定める。  

- 大気質管理に関する政令の内容を研究し、その作成及び公布を提案する。  

- 産業、交通、廃棄物焼却及び建設事業における排ガス管理に関する環境保護法の詳

細規定を政令、首相決定及び通達の形で公布する。  

- 大気汚染管理を各レベルの環境管理機関の職務に入れる。中央レベルでは、大気環

境管理の主催機関である天然資源環境省と、商工省、交通運輸省、建設省など関連省庁との

責任分担を政令で公布する。省、都市レベルでは 2009 年 11 月 4 日付けの 31/2009/TTLT-BCT-

BTNMT 号通達に、大気汚染管理を効果的に実施するために.天然資源環境局と商工局、交通運

輸局、建設局との連携を強化する規定を補足する。 

- 産業排ガスインベントリ、自動測定に関する義務、全国のデータベースを構築する

規定を作成する。 

- 燃料質、産業の汚染物質の排出に関する基準作成、特定の産業分野の排ガス基準、 
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工芸村の排ガス基準を補足し、国家の環境技術基準を完成する。 

- 新しく製造及び輸入された 2 輪車、4 輪車の排ガス基準適用ロードマップを定めた

249/2005/QĐ-TTg 号の政令及び 49/2011/QĐ-TTg 号の首相決定に基づき、使用中の交通手段の

排ガス基準を適用することを厳格に管理する規定を補足する。 

- 2020 年までに先進国の大気質管理基準に達することを目指して周辺の大気質に関す

る基準を徐々に整備する。 

- 排ガス基準に達しない使用中の交通手段に対する処罰の規定を作成するとともに、

排ガス源管理及び大気環境管理の規定を実施する企業に対する奨励及び優遇制度を構築する。 

3.2. 主催機関と連携機関、関連機関の間の責任分担及び連携メカニズム整備 

1. 大気環境管理組織: 中央及び省、都市の大気環境管理組織の能力（人的かつ財政

的）を強化させる。天然資源環境省（環境総局）において大気管理の専門部門を設置する。 

2. 大気環境管理分担及び責任分担 

a. 中央レベル： 大気環境管理における天然資源環境省と関連省庁の間で職務、管理

責任を分担し、連携制度を構築する。具体的には、交通運輸省と建設省とは都市の大気管理、

商工省とは工業団地と工業クラスタの大気管理、農業農村開発省とは工芸村の大気管理の責

任分担と連携制度を実施する。  

b. 省レベルの地方： 省、都市の人民委員会は、都市、工業団地、工芸村の大気管理

に関する天然資源環境局と関連局、または郡の人民員会との連携を法規に従い明確に定める。 

 

 

 

3.3. 資金メカニズムと投資リソース 
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- 環境事業への定期的な支出の利用効率を改善し、環境関連の収入から環境への再投

資の割合を増加する。  

- 排ガス処理及び自動連続測定機を設置する排出源の設備輸入税の免除規程を見直し、

補足する。 

- 政府の予算外の大気汚染管理への投資リソースを動員し、条件を満たす個人、企業、

組織がバイクや車の点検に参加することを奨励する。 

- 我が国に適合した排ガスの排出量・排出枠購入ライセンス、デポジット・償還シス

テム、汚染税、グリーン優遇利子などに関する規定を作成し、公布する。 

- 天然ガスをガソリンの代わりに使用する公共バス、タクシーへ投資する企業や、天

然ガスステーション設立の企業に対し、一部の補助金、優遇利子または無利子の資金借款を

与える。 

- 政府は、天然ガスをガソリンより安価に使用できることを保証するために天然ガス

への補助金を出す。 

3.4. 大気環境汚染管理に関する国際協力及び科学研究強化  

- 国際組織及び海外のパートナーと協力し、都市の大気質改善、産業や交通における

大気汚染管理などに関する会議、セミナー、会合、見学、科学技術共同事業を行う。 

  - 環境保護とりわけ大気汚染管理に関して ASEAN,アメリカ、カナダ、北欧、日本、

韓国、CAIAsia などの国際組織及び外国とのバイラレラル、マルチラテラルの協力を続ける。

自動連続測定システムを含めた大気汚染管理の効果向上などに関するプロジェクトを作成し、

提案する。 

- 産業、交通からの汚染源の減少、大気汚染による人々の健康及び国の経済への影響

の減少を図るための学技術研究結果の活用事業を強化する。 

- 産業及び交通運輸事業におけるグリーンプロダクション技術革新、省エネルギー、

グリーン燃料、再生可能なエネルギーなどの利用を研究する。 
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- 産業排ガス、廃棄物焼却炉及び交通手段の排ガスの処理技術を研究し、活用させる。 

  - 天然ガス使用のバイクや車の開発に関する科学技術的な研究を行う。 

3.5. 環境保全に関する法規適用の検査強化及び大気環境汚染管理へのコミュニティの監視参

加動員 

- 環境管理機関の計画に従い、定期的な検査と突然の立入検査を強化する。 

  - 現行法規の大気汚染の主体である個人、生産機関への処罰を強化する。 

- 大気汚染に関する犯罪行為の調査、摘発における犯罪防止警察の役割を発揮する。 

- 排出源の周辺の住民に排出の監視への参加、及び迅速に管理機関へ報告することを

激励する。 

- 企業は、政府の管轄機関が承認した環境影響評価報告または環境保全案でコミット

した観測システム及び大気汚染処理設備を設置し、その補修、メンテナンスを実施する。ま

た、排出源の登録及びインベントリを明確に行う。環境報告を定期的かつ正確に作成し、コ

ミットしたとおりに提出する。 

3.6. 大気環境保全に関する宣伝、教育及び意識向上 

- 大気質の重要性、人々の健康と生態系に対する大気汚染の悪影響、大気汚染管理な

どに関する宣伝計画を作成し、政治・社会組織や、科学技術機関、マスコミ、関連機関と連

携して大気汚染管理への共同体の参加を動員する。 

- 企業に対し、環境保全の法規に関して定期的に訓練を行う。各業種、各省庁、地方

の省、郡及び工業団地、クラスタの環境管理者に対し、環境汚染管理講習実施を強化する。 

- 環境分野の教育を広げ、各教育レベルの大気環境に関する専門性を優先する。 

4. 計画実施分担と組織 
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4.1. 省庁の責任  

(1) 天然資源環境省の責任 

天然資源環境省は主催機関で、関連省庁及び地方の人民委員会と連携し、首相に対し、

本計画の実施を統一的に行う責任を負う。大気質管理の政令を作成し、提出する。大気環境

汚染に関する環境技術標準及び基準を補足または改正する。地方の大気質管理計画、産業排

ガスの排出源インベントリ、自動連続測定などに関する規定を作成し、公布する。 

(2) 内務省の責任 

中央及び地方における大気環境管理の制度作り及び責任分担を整備する。(i) 中央レ

ベルでは、環境管理とりわけ大気環境管理に関する主催機関である天然資源環境省と関連省

庁との責任を分担し、連携制度を定める。(ii) 地方レベルでは、省の人民委員会と連携し、

環境管理、とりわけ大気環境管理に関して天然資源環境局と関連局、郡の人民委員会の職務、

責任及び連携を定める。  

(3) 商工省の責任 

環境産業、とりわけ排ガス処理設備製造業、バイオ燃料のを開発、グリーンプロダク

ションを促進し、環境にやさしいエコ産業開発を行う。天然資源環境省と連携し、産業排ガ

スの自動測定及び管理システムを構築する。2007 年 7 月 20 日に公布された 177/2007/QĐ-TTg

号の決定で定められたバイオ燃料に関する 2015 年の開発プロジェクト及び 2025 年までのビ

ジョンを継続して実施する。 

(4) 交通運輸省の責任 

- 省に直轄する専門部門を指導し、全国で使用される交通手段の排ガス検査、点検を

実施する技術的能力の向上及びインフラの整備を行う。都市における天然ガス使用奨励制度

を作成し、政府へ提出する。特別都市、1 級都市の人民委員会と連携し、都市の公共交通開発

に投資する。 

- 天然資源環境省及び人民委員会と連携し、道路、鉄道、水路、空路の交通手段から

排出される排ガス、騒音の排出源の検査を行う。大気汚染の減少を目指して交通手段のエン

ジンや排ガス処理装置の研究や革新を行う。ガソリンの代わりに天然ガスを使用する交通手 
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段を開発する。  

(5) 建設省の責任 

.天然資源環境省及び商工省、人民委員会と連携し、建設工事の排ガス及び騒音の排

出源の管理、セメント、建設資材製造機関から排出される大気汚染源の管理を実施する。 

(6) 科学技術省の責任 

- 天然資源環境省と連携し、環境とりわけ産業、交通の排ガス、大気質に関する標準

及び基準を作成し、公布する。 

- 燃料質を厳格に管理し、各交通手段の排ガス基準適用ロードマップに従ってガソリ

ン、ディーゼル油、バイオ燃料などに関する国家技術基準を作成し、公布する。 

- 観測、排ガス処理、化石燃料の代わりに使用されるエネルギー、省エネルギーなど

に関する科学研究、技術移転への投資を強化する。 

 (7) 教育訓練省の責任 

専門学校、大学、大学院レベルにおける、排出源からの排ガス減少、排ガス処理など

の環境技術、エンジニアリングについてのカリキュラムを作成する。 

 (8) 情報通信省の責任 

天然資源環境省と連携し、大気汚染管理に関する情報伝達、宣伝事業を行う。 

 (9) 計画投資省及び財務省の責任 

- 関連省庁と連携し、本計画の実施を保証する。 

- 排ガスの排出料に関する法規の作成、公布及び実施を行う。  

- 燃料生産企業及び経営企業に対し、排ガス基準適用及び環境にやさしい自動車、天

然ガスを化石燃料の代わりに使用するロードマップ実施に当たる燃料提供に対する金融補助

制度の作成、提出及び公布事業を主催する。  
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(10) 農業農村開発省の責任 

管轄範囲内の生産、経営、サービス事業における大気汚染管理を強化する。 

 (11) 厚生省の責任 

医療事業における大気環境への影響観測を実施し、健康への大気汚染の影響、病院廃

棄物焼却炉の汚染管理を行う。 

4.2. 地方の管理機関の責任  

(1) 省の人民委員会の責任 

環境資源環境局が主催し、関連局、工業団地管理機関、郡の人民委員会との連携で省

の管轄内における「大気質管理に関する 2020 年までの国家行動計画及び 2025 年までのビジ

ョン」を実施することを指導する。 

(2) 天然資源環境局の責任 

天然資源環境局は関連局、工業団地管理機関、郡の人民委員会との連携し、省内にお

ける「大気質管理に関する 2020 年までの国家行動計画及び 2025 年までのビジョン」を実施

し、大気管理計画を作成し提出する。 

 (3) 工業団地、クラスタの管理機関の責任 

天然資源環境局と連携し「大気質管理に関する 2020 年までの国家行動計画及び 2025

年までのビジョン」を目指した大気管理事業の実施に向けて、工業団地、工業クラスタに進

出している企業に宣伝、指導を行い、促す。 

 (4) 郡の人民委員会の責任 

天然資源環境局と連携し、「大気質管理に関する 2020 年までの国家行動計画及び

2025 年までのビジョン」の実施に向けて、工業団地、工芸村の生産、経営、サービス機関に

宣伝、指導を行う。 

4.3. 生産、経営、サービス業の機関の責任 

「大気質管理に関する 2020 年までの国家行動計画及び 2025 年までのビジョン」に基

づき、生産、経営、サービス機関は、大気汚染管理に関する 2020 年までの具体的な計画を作

成し、本計画が定めた排気汚染管理及び排ガス源管理指標を果たすことを保証する。 
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天然資源環境省 
-------------------------------- 

No:……../201...../TT-BTNMT 

ベトナム社会主義共和国 

独立・自由・幸福 
 

ハノイ、日付 

 
 

省令 
産業排ガスの登録及びインベントリについて  

----------------------------------------- 

天然資源環境省大臣 

 

 2014 年の環境保護法に基づき、 

 政府が 2013 年 3 月 4 日に公布し、天然資源環境省の機能、任務、権限及び組織について規定
した政令第 21/2013/NĐ-CP 号に基づき、 

 政府が 2015 年 4 月 24 日に公布し、廃棄物及び廃材について規定した政令第 38/2015/NĐ-CP 号
に基づき、 

 環境総局⻑及び法制局⻑の建言を検討した上で、産業排ガスの登録及びインベントリについて
以下に規定する。 

 

第 1 章 一般規定 

第 1 条 適用範囲 

 本省令は、政府が 2015 年 4 月 24 日に公布し、廃棄物及び廃材について規定した政令第
38/2015/NĐ-CP 号の第 45 条及び第 48 条（以下「政令第 38/2015/NĐ-CP 号」という。）を詳細に
規定する。 

1．登録を必要とする排ガスの排出施設、排ガスの排出源及び排ガス情報一覧 

2．産業排ガスの測定、排出源に関するインベントリ報告書の作成 

 

第 2 条 適用対象 

 本省令は、政令第 38/2015/NĐ-CP 号に添付した付録に記載された排ガスの排出施設、及び中
央・地方における国家の管理機関に適用されるものである。 

 

 

ドラフト 

資料３ 「省令 産業排ガスの登録及びインベントリについて」
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第 3 条 用語解説 

 本政令に使用する用語は以下のように解釈される。 
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1．「排ガス排出源の登録」とは、国家の管理機関に情報を報告することである。 

2．「排ガスのインベントリ」とは、一定の時間に一定の空間における排出源ごとの排ガスの流
量、排出量、汚染物質の濃度及びその他の特徴に関するデータベースを構築することである。 

3．汚染物質の「排出量」とは、その物質が一定の時間に環境に排出する量のことである。 

4．「施設所有者」とは、産業排ガスの登録を必要とする施設を法律上所有、または運営する組
織、または個人のことである。 

5．産業排ガスの登録を必要とする「施設」とは、政令第 38/2015/NĐ-CP 号に規定された、産業
排ガスの登録及びインベントリを必要とする施設のことである。 

6．産業排ガスの「排出源」とは、操業中に環境に排ガスを排出する設備、または装置のことで
ある。 

7．大気汚染物質の「排出係数」とは、気圏に排出する汚染物質の量とそれを排出する活動との
関係を示す数値のことである。この数値は、一般的にその汚染物質の重量を活動のある重量、距
離、または時間に分けて計算されるものである。 

8．施設の「稼働率」とは、設計能力に対する稼働率のことである。 

9． i というガス成分の「濃度平均値」とは、産業排ガスをインベントリする年の、その成分の
年間測定結果の平均値のことである。 

 

第 2 章 産業排ガスの登録 

第 4 条 登録を必要とする排ガスの排出施設、排ガスの排出源及び排ガスのデータ 

1．本省令の附則１に記載された設備能力範囲に属する製造施設は、産業排ガス及びそのデータ
を登録しなければならない。複数の排出源を有する場合は、すべての排出源を登録しなければな
らない。 

2．施設所有者は、本省令の規定に基づき、環境総局に産業排ガスの登録書類を提出しなければ
ならない。 

3．政令第 38/2015/NĐ-CP 号の第 45 条第 2 項の規定にみられる登録済みの排出源を変更、または
中止する場合は、施設所有者は事前に変更内容を登録しなければならない。 

4．施設所有者は、本省令に基づき、毎年産業排ガスをインベントリしなければならない。 
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第 5 条 産業排ガス排出源登録の手順 

1．施設所有者は、本省令の第 6 条に基づき、産業排ガスの登録書類を 2 部作成し、環境総局に
直接、または郵送で提出する。 

2．書類を受理してから、5 営業日以内に環境総局は書類が揃っているかどうかを検討した上で、
その検討結果を施設所有者に通知する。 

3．提出した書類と本省令の第 6 条第 3 項に規定される書類との間で相違する情報がある場合は、
環境総局は文書を発行した上で、調査団を派遣し、その内容を確認する。調査団の構成員は全員
コメントを述べ、調査結果を文書に記録する。 

4．提出書類が揃ったら、環境総局は本省令の附則 5 の様式を用い、承認の旨を文書で施設所有
者に通知する。 

 

第 6 条 産業排ガス排出源の書類 

 書類は下記のものを含む。 

1．産業排ガス排出源登録書（本省令の附則２の様式参照） 

2．排出源情報表（本省令の附則 3 の様式参照） 

3．下記の書類のいずれかのコピー： 

 環境影響評価報告書（EIA）承認書（追加承認書がある場合はそれも添付） 

 環境基準達成登録書の証書 

 環境保護計画承認書 

 環境保護計画の登録済みの証明書 

 環境保護詳細計画の承認書 

4．下記の書類のいずれかの写し： 

 工事や環境保護措置建設終了の証明書 

 環境保護詳細計画の実施終了の証明書、またはそれに当たる書類や証書 

5．施設における排出源の最新測定結果。ただし、登録時点から６か月以内のものしか認め
ない。（写しの場合は、「原本に相違ない」との押印または署名が必要）。 

   6．燃料品質分析結果表（写し） 
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第 3 章 産業排ガス排出源のインベントリ 

第 7 条 産業排ガスのインベントリの手順 

１．毎年の 1 月 30 日以前に産業排ガスを登録するために、施設所有者は本省令の第 8 条の規定
に基づき、書類を 2 部作成し、環境総局に直接、または郵送で提出する。 

2．書類を受理してから、5 営業日以内に環境総局は書類が揃っているかどうかを検討した上で、
必要に応じて、書類の修正や補足の旨を施設所有者に通知する。。 

3．産業排ガス排出源登録の書類が揃ったら、環境総局は本省令の付録 5 の文書様式を用い、承
認の旨を文書で通知する。 

4．3 年ごとに環境総局は、本省令の附則 8 の様式を用い、登録書の書類から情報をまとめた上で、
本省令の附則 9 の様式を用い、全国産業排ガスインベントリ報告書を作成し、翌年 3 月 30 日ま
でに天然資源環境省大臣及び施設が所在する各省の天然資源環境局に提出する。 

  

第 8 条 産業排ガス排出源報告書 

 産業排ガス排出源報告書は下記の書類を含む。 

1．本省令の附則 6 の様式を用いて作成する産業排ガス排出源報告書 

2．本省令の附則 3 の様式を用いて作成する産業排ガス排出源情報一覧 

3．施設における産業排ガス排出源の最新測定結果。ただし、登録時点から６か月以内のものし
か認めない。（写しの場合は、「原本に相違ない」との押印または署名が必要）。 

4．燃料品質分析結果表（写し） 

 

第 9 条 産業排ガス排出源報告書からデータのまとめ 

1．環境総局は下記のように産業排ガス排出源報告書から情報をまとめる責任がある。 

a. 各施設の名称、住所、業種、設備能力、稼働率 

b. 燃料使用量、報告年の燃料品質 

c. 排ガス排出設備の特性 

d. 排ガス処理設備の名称、処理能力 

đ. 報告年の排出量 

2. 本条第 1 項に規定される情報を本省令の付録 8 の様式にまとめる。 
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第 10 条 全国産業排ガス排出量の算定 

1．全国産業排ガス排出量はインベントリした各施設の排出量から集計される数値である。 

2．産業ごと、また成分ごとの排出量を算定する。 

3．図表に算定結果を示す。 

 

第 11 条 産業排ガスインベントリ報告書の作成 

1．環境総局は本省令の付録 9 の様式を用い、産業排ガスインベントリ報告書をまとめる責任が
ある。 

2．３カ年の全国産業排ガスインベントリ報告書 

3．産業排ガスインベントリ報告書は下記の内容を必要とする。 

a. インベントリした排出施設一覧及びその数量 

b. 排出量の算定方法の説明 

c. ばいじん、SO2、NOx、CO などの主成分及びその他の成分（もしあれば）を製造、営
業、サービス諸産業の排ガス排出量の算定結果  

d. 製造、営業、サービス諸産業の排出現状についてのコメント  

đ. 次の３カ年の全国排ガス排出量の予測 

e. 各地方における排ガスインベントリの困難、問題及び提案・建議 

4. 環境総局は天然資源環境省全国産業排ガスインベントリ報告書を翌年 3 月 30 日までに天然資
源環境省大臣及び排出施設が所在する各省の天然資源環境局に提出する。 
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第 4 章 単位の確定・換算及び排出量の算定 

第 12 条 算定単位の確定・換算 

 Q という排出源の測定単位及び排ガスの量の平均値は標準状態で示すべきである。 

1．標準状態における排出流量の単位は Nm3/h である。測定単位が m3/h の場合、次の数式をもっ
て換算しなければならない。 

Q0 = 273×P×Q/(760× T) 

 そのうち 

Q0:   標準状態における排出量（Nm3/h）; 

P :  測定した実際の気圧 (mmHg); 

Q:  測定した実際の排ガス流量(m3/h); 

T :  測定した実際の温度(K). 

2. 標準状態における排ガス濃度平均値の単位は mg/Nm3 である。測定単位が mg/m3 の場合、施設
所有者は次の数式をもって換算しなければならない。 

Ci0 = Ci×(273×P)/(T×760)               

 そのうち 

Ci0 : 標準状態における排ガス濃度（mg/Nm3）; 

Ci : 測定した実際の排ガス濃度（mg/m3）; 

T  : 測定した実際の温度 (K); 

P  : 測定した実際の圧力（mmHg）. 

 

第 13 条 排ガス流量の確定 

 施設所有者は既存の書類やデータを基に排ガス流量 G を算定する。たとえば： 

a. 製造施設の建設竣工の書類 

b. 排気系ファンに記載された仕様数値 

c. 排気速度から次の数式で算定する。 

Q = 3,600×V×A         

そのうち 

Q : 煙突における排ガス流量(m3/h); 
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A : 煙突の面積(m2); 

V : 煙突における排気の平均的な速度 (m/s). 
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第 14 条 排ガス排出量算定 

 施設所有者は、下記のいずれかの方法を用いて、排出源の成分ごとの排出量（Ei）を算定する。 

1．排出源が自動連続測定機で測定される場合は、施設所有者は次の数式をもって算定する。 

Ei = (Q0×Ci0)/(365×24×106) 

そのうち  

Ei : i 成分の汚染排出量 （トン/年） 

  Q0 : 排出源の排ガス流量（Nm3/h） 

  Ci0 : 自動連続で測定された i 成分の年間平均排ガス濃度（mg/Nm3） 

2. 排出源が自動連続測定機で測定されない場合は、施設所有者は次の数式をもって算定する。 

Ei =  (A×EFi/1,000)×(100 - ER)/100 

そのうち 

Ei : i 成分の汚染排出量 （トン/年） 

  A : 施設稼働率（火力発電所の場合は燃料のトン/年。ほかの施設は製品のト
ン/年）。 

  EFi : 本省令の付録４に記載された排出係数 

ER : i 成分の排ガス処理効率(%)。排ガスが処理されない場合は、ER = 0. 

 

第 5 章 施設所有者、国家管理機関の環境保護の責任 

第 15 条 施設所有者の責任 

1. 排ガス排出源の登録・インベントリに関する本省令の規定を遵守する。 

2. 産業排ガス登録書類に正確かつ忠実に記入し、本省令が規定する期限どおりに環境総局に提
出する。 

3．産業排ガスの関係資料やデータをきちんと保管し、必要に応じて提出する。 

4．従業員に対して、排ガス登録及びインベントリの関係資料やデータの保管や統計活動に関す
る宣伝活動や啓蒙活動を行う。 
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第 16 条 環境総局の責任 

1．全国の産業排ガス排出源の登録・インベントリ関係資料やデータを管理・保管し、常に全国
のデータベースにアップデートする。 

2．各省の環境保護の専門機関に連絡する際に、できるだけ紙の文書によるやりとりの代わりに
電子メールやデータベースなど IT 技術を活用し、時間を短縮する。 

3．データシステムや全国データベースを構築する。文書による報告の代わりに、オンラインで
排ガス登録・インベントリができるように目指す。 

4．国際的な排出係数の代わりにベトナムの条件に適する係数一覧を構築・更新する。 

 

第 17 条 各省の天然資源環境局の責任 

1．登録・インベントリを必要とする施設・排出源を調査・検討するために、環境総局と協力す
る。 

2．管轄地域内の排出施設の資料・データ・報告書・書類を管理し、ウェブサイトに産業排ガス
の排出源の登録・インベントリに関する情報を開示する。 

3．管轄地域内の産業排ガス排出源の登録・インベントリに関する認識を高めるために宣伝・啓
蒙活動を行う。 

4．施設所有者に排ガス排出源の登録・インベントリを指導・連絡・通知する際に、できるだけ
紙の文書によるやりとりの代わりに電子メールなどの IT 技術を活用し、時間を短縮する。 

5．地元の産業排ガスのデータシステム及びオンライン・データベースを構築することに協力す
る。 

 

第 6 章 実行 

第 18 条 実行 

1．環境総局は、産業排ガスのインベントリを実施することを指導・評価し、また各対象者の実
行した結果を評価する責任をもつ。 

2．大臣、省級の⻑官、政府直轄機関の⻑官、各級の人⺠委員会⻑及び各組織・個人はこの省令
を実施する責任がある。 
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第 19 条 実行効力 

１．本省令は○○から有効となる。 

２．本省令を実行する際に、もし困難があれば、環境総局を通じて天然資源環境省にフィードバ
ックする。 

 

省令の送付先: 

- 首相及び各副首相 

- 国会事務所 

- 国家主席事務所 

- 政府事務所 

- 中央党及び党の各班の事務所 

- 最高裁判所 

- 最高検察院 

- 各省庁や政府直轄機関 

- 国家監査機関 

- ベトナム祖国前線中央委員会 

- 各団体の中央機関 

- 各省及び中央直轄市の人⺠委員会、人⺠協議会 

- 司法省法規審査局 

- 天然資源環境省の各副大臣 

- 天然資源環境省直轄機関、ウェブサイト 

- 各省及び中央直轄市の天然資源環境局 

- 公報、政府電子情報ポータル 

- 保管：VT, PC, TCMT (KSON).300   

  
大臣 

Nguyễn Minh Quang 
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附則 1 

登録を必要とする排ガス排出源及び排出成分一覧 

（天然資源環境省大臣の第○号省令とともに公布） 

Stt 産業 設計能力 産業排ガス排出源 産業排ガス成分 

1 火力発電所 すべて 

（天然ガス使
用の火力発電
所を除く）  

ボイラー ばいじん、SO2、 Nox 

2 産業ボイラー利用施設（製
造・営業・サービス）  

１時間２０ト
ン以上 

ボイラー ばいじん、SO2、 NOx 

3 鉄鋼製造施設 年間 20 万トン
以上 

高炉、焼結炉、BOF、
電気炉製鉄、アーク炉  

ばいじん, CO, NOx 

コークス炉 ばいじん, SO2, CO 

4 セメント製造施設 すべて ロータリーキルン、
冷却システム、クリ
ンカー粉砕 

ばいじん 

石炭粉砕システム ばいじん 

5 基本化学物質製造産業施設 年間 10 万トン
以上 

 
 

5.1 NaOH, Cl 製造  HCl 吸収塔 ばいじん, Cl2  

5.2 HNO3 製造  酸化炉 ばいじん, NOx 

5.3 H2SO4 製造  酸化塔 ばいじん, SO2 

5.4 H3PO4 製造  酸化塔、燐酸溶解炉 ばいじん, SO2 

5.5 NH4OH・NH3 製造  石炭気化炉 ばいじん, SO2, CO  

アンモニア吸収塔 ばいじん, NH3 
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7 化学肥料製造産業施設 年間 10 万 トン
以上 

  

7.1 尿素  石炭気化炉 ばいじん, SO2, CO  

尿素吸収塔 ばいじん, NH3 

7.2 DAP  酸化塔 ばいじん, SO2 

酸化塔、燐酸溶解炉 ばいじん, SO2, F2 

 

 石炭気化炉 ばいじん, SO2, CO  

アンモニア吸収塔 ばいじん, NH3 

 

DAP 吸収塔 ばいじん, NH3 

7.3 燐酸肥料（溶解）  リン鉱石の焼成炉 ばいじん, F2 

8 製油施設  年間 1 万 トン
以上 

ボイラー、焼成炉、
クラッキング設備 

ばいじん , SO2, NOx, 
CO, CxHy 
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附則 2 

産業排ガス排出源登録書 

（天然資源環境省大臣の第○号省令とともに公布） 

______________________________________________________________________________________ 
 
宛先：環境総局 

 

1.登録施設: .................................................................................... 

経営登録許可書 No.:......................................................... 

発行日:...........................  発行所: ................................................................ 

2. 本店住所: ...................................................................................... 

産業排ガス排出源がある施設の住所（任意）:................ 

............................................................................................................................ 

3. 施設の代表者の氏名:................... ................... 

電話番号......................Fax......................Email.......................................... 

4. 本登録書に産業排ガス排出源情報表を添付する。 

5. 本登録諸に記載された申告情報が事実であることを誓い、操業中に産業排ガスの管理
規定を遵守することを約束する。. 

環境総局に産業排ガス排出源の登録をご検討・ご承認いただくよう、お願い申し上げる。 

(1)の代表者 

送付先：              <署名、押印> 

 - 上述 

 - 施設所在省の天然資源環境局 
 - ....                
 
注： 

(1) 排ガスの排出施設 
 

(1) 
No.: .................. 

（1）の産業排ガス排出源登録の件  

ベトナム社会主義共和国 

独立・自由・幸福 
 

地名、日付. 
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附則 3 

産業排ガス情報表 

（天然資源環境省大臣の第○号省令とともに公布） 
 

施設名 

(登録、またはインベントリの施設) 

ベトナム社会主義共和国 

独立・自由・幸福 
 
 

 

      地名、日付  

 

産業排ガス排出情報表 

A – 一般情報 

- 企業・施設名:…………………………………………  

- 住所:…………………………………………………………….  

- 電話番号： ………………Fax:……………..Email:……………… 

- 管轄機関（ある場合）:  

- 企業形態（⺠間、株式会社、国営）：  

- 製造業（火力発電、セメント、鉄鋼など）:  

- 業種（機械、食品）: 

- 経営登録許可書：No. ……. 発行日…….., 発行所………… 

- 環境影響評価報告書は決定第○○号（発行日、発行機関）によって承認された。 

- 担当責任者： ………. 電話番号：…… Email: ……………………………… 

B – 変更事項（最新の情報表にくらべて）  

I. 変更になる産業排ガスの排出源名:…………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

II. 変更事項： 

下記の内容を詳細に説明してください。 

 (複数の排出源がある場合は、排出源ごとに詳細に説明してください): 

1.規模・能力:………………………………………… 
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. 

……………………………………………………………………………. 

2.燃料 (数量、重量):………………. 

……………………………………………………………………………. 

3.排ガスの排出設備（修理、または変更する内容を詳細に説明）: …………………… 

……………………………………………………………………………. 

4.排ガス処理設備（修理、または変更する内容を詳細に説明）:………………………… 

……………………………………………………………………………. 

5. 排ガス測定設備（修理、または変更する内容を詳細に説明）:…………………………  

……………………………………………………………………………. 

6. 排ガスの排出量（増加するか低減するか、またその量を説明）:………………………… 

……………………………………………………………………………. 

C– 排ガスの排出源の情報 

I. 排ガスの排出源の種類： 

1.排ガスの排出源の名称（本省令の付録１に基づき、排出源ごとに説明): 

……………………………………………………………………………. 

2. 排出源種類ごとの数量： 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

II. 排出源の詳細情報 

(I で複数の排出源を記入した場合は、こちらで排出源ごとに申告). 

1. 排出設備: 

- 設備名:  

- 原産地： 

- 設備使用工程： 

- 使用開始年： 

- 設備の燃料の種類（石炭、FO 油、DO 油、天然ガス）: 

- 設備の技術（たとえば石炭噴流炉、乾燥回転炉など）: 

2. 使用燃料の情報  
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燃料毎に記入。 

No. 使用燃料の種類 単位 年間使用量(*) 

1 FO 油 トン/年  

2 DO 油（軽油）  リットル/年  

3 ガス kg/年  

4 石炭 トン/年  

5 ……………   

    

    

    

(*):初めて申告する排出源の場合は、最新の年間使用量を記入してください。 

3. 排ガス処理：  

処理できる排ガス、処理対策、設備年齢、処理効率を下記の表に記入。 

排ガスの
種類 

処理対策 
操業年数 

（年間） 
設備の製造年 処理効率

(%) 

ばいじん  除去処置なし 

 静電フィルター 

 サイクロン（遠心式） 

バグフィルター用ろ布（Fabric Filter） 

 マルチサイクロン（遠心式） 

 洗浄式 

 その他 _____________________ 

   

SO2  FDG 

 その他_____________________ 
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NOx  触媒による SRC 

 その他_____________________ 

   

…     
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4. 煙突の情報 

4.1. 煙突・採集管の状況  

 使用中     不使用       故障          無し 

4.2. 煙突・採集管の特徴に関する詳細情報 

No. 
煙突・採集

管 

座標 
地表から排出口
までの高さ (m) 

煙突の平均
直径 

 

排出口の直径 

(m) 

排ガスの温
度(oC) 

排ガスの流
量(m3/h) E N 

1 

        

2 

        

 

        

5. 煙突における排ガスの測定システム  

5.1.定期的な排ガスの測定 

o 排ガス測定作業フロア:    有         無 

o 測定設備（原産地や種類など）:…. ……… 

……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 

o 測定データ: ……………………………………………….... 

……………………………………………………………………………. 

o 測定頻度: …………………………………… 回/年 

o 測定実施のコンサルタント:…………………………………….. 
………………………………………………………………….………. 

……………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………… 
 
5.2. 自動連続測定（ある場合） 

メーカー 
操縦 

原産地 
 
 

使用 

 

故障 

 

除去 

 設備名 

測定成分 

(測定した成分に「ｘ」) 

成分 有 無 

ばいじん  
 

  

SO2 
 

  

NOx 
 

  

CO 
 

  

その他   

 

6. 排ガスの負荷量 

負荷量を算出する際に本省令の第 14 条に規定された二つの方法のいずれかを採用し、算定した
上で下記の表に記入してください。  

STT 汚染成分 排ガス濃度
(mg/Nm3) 

排出流量 

(Nm3/h)  

(*) 

稼働率 

(**) 

(***) 

排出係数 

(**) 

 

負荷量(トン/

年) 

1 ばいじん       

2 SO2      

3 NOx      

4 CO      

5 その他(本省令の付
録参照) 

     

(*) 自動連続測定する施設（年間平均濃度を申告する施設）だけに適用。 

(**) 残りの施設だけに適用。 

(***)火力発電所の場合は燃料使用量を、残りの施設は年間製造商品量を申告してください. 
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D.その他の情報: 

1. 最寄りの住宅団地までの距離:……………..(m) 

2. 主な風向き…………………………………………… 

……………………………………………………………………….. 

3. 今後の排ガス防止計画書（導入設備の種類、据え付けの時間、燃料の変更、煙突、
排ガスの処理など）.…………………………………………………........................ 

…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 

                  施設の代表者 

                                                                                                            （署名、押印） 
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附則４ 

産業排ガス排出係数一覧 

（天然資源環境省大臣の第○号省令とともに公布） 

 

表 1. DO 油、FO 油、石炭、薪燃焼の排出係数  

成分 燃焼排出係数（kg/トン） 
DO FO 無煙炭. 薪 

ばいじん 0.28 0.4 + 1.32S 5A 4.4 
SO2  20S 20S 19.5S 0.015 
NOx 2.84 8.5 9 0.34 

注:  

S とは DO、FO、石炭における硫⻩成分のウェートである。DO： S = 0.5%; FO: S = 3%, 石炭: S

は鉱山による。 

 A は石炭における灰の含量である。A は石炭の種類によって違う。 

 

表 2. アーク炉による鉄鋼製造の各工程の排出係数 

汚染物質 係数(kg/トン（粗鋼）) 

ばいじん  

材料投入 0.35 

材料除去 0.5 

反応 15 

CO 15 
SO2 0.01 

 

表 3. コークス炉における各工程の排出係数 

汚染物質 係数(kg/トン（コークス）) 

• ばいじん 

燃料投入 

炉口からの排出 

蓋からの排出 

その他の排出 

 
0.6 
0.26 

0.047 
0.047 

• SO2  0.02 
• NOx  0.0007 
• CO 0.011 
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表 4. セメント工場の排出係数 

汚染物質 係数(kg/トン（クリンカー）) 

• ばいじん 

洗浄式技術によるクリンカーの焼成 

乾燥式技術によるクリンカーの焼成 

クリンカーの冷却工程 

 
120 
128 
10.6 

• SO2 （クリンカーの焼成工程） 1.02 

• NOx （クリンカーの焼成工程） 2.15 

 

表 5. 硫酸製造工場の排出係数 

汚染物質 係数（kg/トン（製品）） 
SO2 
SO3  

14 
0.3 

 

表 6. 硝酸製造工場の排出係数 

汚染物質 係数（kg/トン（製品）） 
NOx 22 

 

表 7. リン酸製造工場の排出係数 

汚染物質 係数（kg/トン（製品）） 

ばいじん 
F2 

5.5 
59.4 

 

表 8. アンモニア製造工場の排出係数 

汚染物質 係数（kg/トン（製品）） 

天然ガスまたは油を燃料として用いた製造・サービ
ス業  

• ばいじん 

• SO2  
• NOx 
• CO 

 
 

0.072 
0.022 
2.7 
9.97 

直留油を燃料として用いた製造・サービス業ばいじ
ん 

• SO2  
• NOx 

 
 

0.45 
1.319 
2.7 
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• CO 8.02 
4.94 
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表 9. 無機肥料製造工場の排出係数 

汚染物質 係数（kg/トン（製品）） 

ばいじん 1 

NH3 2.8 

 

表 10.石油製造業の排出係数 

汚染物質 係数（kg/トン（製品）） 

ばいじん 6.695 

SO2 1.413 
NOx 0.204 
CO 39.2 
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附則 5 

産業排ガス排出源登録承認書（様式） 

（天然資源環境省大臣の第○号省令とともに公布） 

 
天然資源環境省 

環境総局 
------- 

ベトナム社会主義共和国 

独立・自由・幸福  
--------------- 

No.: …/TCMT-KSON ハノイ, 日付 
  

宛先:…………………………(1)…………………………… 

 環境総局は、施設（１）が○○日付の第○○文書で登録したことを承認する。 

 施設（１）は下記の内容を実施する責任がある。 

1. 登録書に記載した内容に法律上の責任を負う。 

2. 2014 年の環境保護法の第 64 条及び政府の 2015 年 4 月 24 日付けの議定第 38/2015/NĐ-

CP 号に規定された産業排ガスの管理及び汚染防止の対策を実施する責任を負う。 

3. ... 

  
注:  

(1) は施設名 

(2) は環境総局の代表者 
  

 送付先 

- 上記どおり 

- 施設所在省の天然資源環境局 

 - .... 

 

  環境総局 

                           (2) 
  （サイン、氏名明記、押印） 
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附則 6 

産業排ガス排出源インベントリ報告書（様式） 

（天然資源環境省大臣の第○号省令とともに公布） 
 

______________________________________________________________________________________ 

 
 
宛先：環境総局 

 

 1. 施設名：.................................................................................................... 

 2. 本店の住所：...................................................................................... 

  排出源の住所（任意）:................ 

  .............................................................................................................................  

 3. 施設の代表者: ..................................... 

  電話番号: ......................Fax......................Email.......................................... 

 4. 環境総局が全国産業排ガス排出源をまとめるために、本書に産業排ガス排出源情報一覧を添
付する。 

 5. 申告した内容が事実であることを誓い、また操業中に産業排ガスに関する責任感をもち、関
係規定を遵守することを約束する。 

 環境総局に産業排ガス排出源情報一覧をご検討・ご承認いただくよう、お願い申し上げる。 

                           （１）の代表者 

送付先:               <署名、押印> 

 - 上記どおり 

- 施設所在省の環境資源局 
 - ....                
 
注： 

（１）は産業排ガス排出源をインベントリする施設である。 
 

(1) 
No.: .................. 

（1）の産業排ガス情報申告の件 

ベトナム社会主義共和国 

独立・自由・幸福 
 

地名、日付 
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附則 7 

産業排ガス排出源インベントリ承認書（様式） 

（天然資源環境省大臣の第○号省令とともに公布） 

 
天然資源環境省 

環境総局 
------- 

ベトナム社会主義共和国 

独立・自由・幸福  
--------------- 

No.: …/TCMT-KSON ハノイ、日付 
  

宛先：…………………………(1)…………………………… 

 環境総局は、施設（１）が○○日付けの第○○文書で提出した産業排ガスインベントリの書類
を確かに拝受した。 

 （１）は下記の内容を実施する責任がある。 

 1. 申告した内容に法律上責任を負う。 

 2. 2014 年の環境保護法の第 64 条及び政府の 2015 年 4 月 24 日付けの議定第 38/2015/NĐ-CP 号
に規定された産業排ガスの管理及び汚染防止の対策を実施する責任を負う。 

3. ... 

  
注： 

(1)は施設名。  

(2)は環境総局の代表者。 
 

  送付先： 

- 上記どおり 

- 施設所在省の天然資源環境局 

 - .... 

 

                                                                     
環境総局 

                          (2) 

（署名、氏名・役職明記・押印） 
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附則 9 

全国産業排ガスインベントリ報告書の構成及び内容 

（天然資源環境省大臣の第○号省令とともに公布） 

目次 

図表目次 

第 1 章：インベントリの一般情報  

• 目標 

• 排出量の算定方法（設備で自動連続で測定した割合及び排出係数を用いた算定の割合） 

• 排ガスインベントリの対象になる施設一覧、発展動向（施設名、能力、住所、製品、製造・
営業・サービスの技術、排出源） 

• 排ガスインベントリの年 

第 2 章：産業排ガスのインベントリ結果 

a. 排出量表示表（施設毎の排出量、製造業ごとの成分毎の排出量）に示す。 

排出量表示表 

No. 施設名 製造業 (1) 

能力 
(tấn/năm) 

排出量 

（トン/年） 

算定方法(2) 備考(3) 

ば
い
じ
ん 

SO2 NOx C
O 

設備に
よる測

定 

排出係数 

I .....年          

1 工場.......          

2 工場.........          

3           

4           

.....           

 
合計（能力、燃料、
排出量） 

 
        

II .....年          

1 工場.......          
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2 工場.........          

3           

4           

.....           

 
合計（能力、燃料、
排出量） 

 
        

II .....年          

1 工場.......          

2 工場.........          

3           

4           

.....           

 
合計（能力、燃料、
排出量） 

 
        

注意： 

- (1): 製造・営業・サービスの産業を記入する際に本省令の付録１を参照。 

- (2): 選択したいマスに「x」を記入。 

- (3): 正確さに関するコメントは「高」「中」「低」で評価。 

 b. インベントリ結果の詳細度及び信頼性については客観的にコメントしてください。信頼性が
欠けた問題について、客観的な原因及び主観的な原因を述べてください。（たとえば、情報やデ
ータが欠けたことや時代遅れなこと、自ら作ったデータの信頼性が欠けたこと、評価方法の欠如
や信頼性、スタッフの能力限界の問題など） 

 c. 次年度の各産業の排ガス排出量を予測してください。製造業の発展にあわせて、大気汚染の
成分の排出量を予測してください。 

第 3 章：結論と建議 

 当初掲げた目標に照らしあわせた上で、インベントリ結果を評価してください。補足すべき内
容や作成した報告書の活用や今後の方針について建議してください。 

参考文献： 

付録：本省令の付録 8 の様式を用いて作成された全国産業排ガスインベントリの情報まとめ 
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資料４ 日本専門家によるコメント 
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76
0×

 T
) 

2.
 標

準
状

態
に

お
け

る
排

ガ
ス

濃
度

平
均

値
の

単
位

は

m
g/

N
m

3
で
あ
る
。
測
定
単
位
が

m
g/

m
3
の
場
合
、
施

設
所

有
者

は
次

の
数

式
を

も
っ

て
換

算
し

な
け

れ
ば

な

ら
な
い
。

 

C
i0

 =
 C

i×
(2

98
×

P
)/

(T
×

76
0)

  
 

Q
C

V
N

19
/2

00
9/

B
T

N
M

T,
Q

C
V

N
21

/2
00

9/
B

T
N

M
T,

 

Q
C

V
N

 2
2/

20
09

/B
T

N
M

T,
 Q

C
V

N
 

23
/2

00
9/

B
T

N
M

T,
 Q

C
V

N
 5

1/
20

13
/B

T
N

M
T

に
記

載
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ベ
ト
ナ
ム
で
は
排
ガ
ス
を
取
り

扱
う
標
準
状
態
は
、

25
度
、
１
気
圧
に
な
る
。
数
式
中
の

27
3
は

29
8
の
誤
り
で
は
な
い
か
。

 

2 
第

14
条

 
排
ガ

ス
排

出
量
算

定
（
和
訳

p7
）

 

 
施

設
所

有
者

は
、

下
記

の
い

ず
れ

か
の

方
法

を
用

い
て

、
排

出
源

の
成

分
ご

と
の

排
出

量
（

E
i）

を
算

定
す
る
。

 

1．
排
出
源
が
自
動
連
続
測
定
機
で
測
定
さ
れ
る
場
合

は
、
施
設

所
有
者
は
次
の
数
式
を
も
っ
て
算
定
す
る
。
 

E
i =

 (
Q

0×
C

i0
)/

(3
65

×
24

×
10

6)
 

第
14

条
 
排
ガ
ス
排
出
量
算
定
（
和
訳

p5
）

 

 
施

設
所

有
者

は
、

下
記

の
い

ず
れ

か
の

方
法

を
用

い

て
、

排
出

源
の

成
分

ご
と

の
排

出
量

（
E

i）
を

算
定

す

る
。

 

1．
排

出
源

が
自

動
連

続
測

定
機

で
測

定
さ

れ
る

場
合

は
、

施
設

所
有

者
は

次
の

数
式

を
も

っ
て

算
定

す
る

。

E
i =

 (
Q

0×
C

i0
)×

(3
65

×
24

×
10

-6
) 

数
式
の
誤
り
で
は
な
い
か
。
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  3 

第
15

条
 

施
設

所
有

者
の
責

任
（
和
訳

pp
.7

-8
）

 

(3
項
の
後

に
追
加

) 

 4.
 
施
設
所
有
者
は
、
排
ガ
ス
登
録
に
関
す
る
専
門
知
識

を
有
す
る
担
当
者
を
選
任
す
る
。

 

 本
省
令
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
施
設
所
有
者

の
責
任
を
定
め
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
、
事
業
者
内
で
実

際
に

排
ガ

ス
登

録
に

関
す

る
専

門
知

識
を

有
す

る
担

当

者
の
設
置
が
効
果
的
と
思
わ
れ
る
。

 

 

4 
4.
煙

突
の

情
報

（
和
訳

p1
6）

 

4.
2.

 煙
突
・
採
集
管
の
特
徴
に
関
す
る
詳
細
情
報

 

（
表
の
内

容
）

 

 （
測
定
口
の
位
置
情
報
が
不
明
）

 

（
煙
突
の
平
均
直
径
は
不
要
）

 

 こ
れ
ら
の
情
報
も
入
れ
る
と
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
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